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１ 計画作成の背景と目的 

小野市は、兵庫県のほぼ中央にある北播
はり

磨
ま

に位置する田園都市です。広大な段丘地形と県内最

長の加
か

古
こ

川
がわ

等、恵まれた自然環境を背景として、古来より人々が暮らし、物資が行きかい、文化

が華開いてきました。こうした人々の営みにより、多様な文化財が生み出され、長い年月のなか

で培われ、そして私たちの暮らしに学びをもたらしてくれています。文化財は、地域固有の歴史

や文化を正しく理解するために欠くことのできないものであり、将来の発展の礎となります。 

今、全国の自治体が少子高齢化や人口減少に直面しています。本市においても平成 16年（2004）

をピークに人口が漸減しており、経済規模の縮小、労働力不足、空き家や耕作放棄地の増加、コ

ミュニティの変容等、様々な課題が浮き彫りとなってきています。さらに、地球温暖化に起因す

る災害の激
げき

甚
じん

化・頻発化、東南海地震をはじめとする巨大地震等、防災や防犯に関する課題も深

刻なものとなり、技術革新やデジタル化、グローバル化の大いなる進展、持続可能な社会を目指

す国際的な基準「SDGs（Sustainable Development Goals）」の普及等により、私たちの生活スタ

イルや価値観が大きく変化しています。 

小野市では、この大転換期を生き残りではなく勝ち残っていくために、「小野市総合ビジョン‐

夢プラン 2030‐（以下、「総合ビジョン」という。）」を策定しました。本計画で対象とする文化財

においても、より一層の保存と活用が望まれており、それに伴い文化財の保存・活用はどうある

べきか、どうしていかなければならないのかが今、問われています。 

こうした背景のもと、これまで築き上げてきた小野市独自の施策をさらに発展させ、市民と一

体となり、問題が起こる前から先手管理で文化財の保存を進め、さらに教育や観光等の多様な分

野で活用し、オンリーワンの小野市を創造していくことを目的として「小野市文化財保存活用地

域計画（以下、「本計画」という）」を作成します。本計画では、本市の文化財を取り巻く状況やこ

れまでの取組みを整理・分析したうえで、保存・活用のための基本理念・基本方針を定め、中長

期的な視点に立って計画を実行に移していきます。 

 

２ 計画の位置づけ 

本市の最上位計画は、令和４年（2022）３月に策定した総合ビジョンです。総合ビジョンでは、

「人いきいき まちわくわく ハートフルシティおの ―NEXT STAGE―」を基本理念として、令

和 12年（2030）の将来像を「愛着と誇りを育み 未来に雄飛するまち ―エクセレントシティ― 

小野」としたうえで、７つの基本方針を示しています。そのなかで、「文化財の保護・活用」は「Ⅵ．
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生きがいとゆとりを持てる」に基づく取組み分野として位置づけられています。 

また、文化財の保護・活用のあるべき姿として、次の３項目が掲げられており、本計画はこの

あるべき姿や総合ビジョン全体の将来像の実現のための具体的な計画として位置づけられます。 

 

① 誰もが文化財に親しみを持ち、価値の理解を深められるよう、文化財を通じた

交流の場の創出とＩＣＴを活用した文化財の魅力発信を推進している。 

② 地域の誇り・愛着を育む地域固有の文化財を後世に継承するため、人材面や施

設面を強化し、災害に強く持続可能な保存体制を構築している。 

③ 教育や観光などの幅広い分野において、文化財を有効活用した個性的なまちづ

くりを展開している。 

 

さらに、総合ビジョンに基づく「第２期小野市総合戦略（以下、「総合戦略」という。）」では、

「基本目標Ⅲ “選ばれるまち”へ 愛着と魅力の創造によるひとの流れの創出」の実現に向け

た取組みとして、「地域資源の魅力の発信（施策３②）」や「歴史・芸術文化・スポーツを通じた交

流の推進（施策４②）」が掲げられており、本計画の取組みもこれらに基づくものと位置づけられ

ます。 

本計画は、前述の総合ビジョンや総合戦略、教育施策の大綱、第Ⅲ期小野市「夢と希望の教育」

振興基本計画に即し、市の各種関係計画・個別文化財の保存管理計画等との整合を図りながら運

用するものです（図１）。また、兵庫県教育委員会が策定した「兵庫県文化財保存活用大綱」に掲

げられた基本理念や取組みの方向性等を勘案して作成します。 

こうした上位計画を踏まえ、文化財の保存・活用を具現化するための計画が本計画といえます。 

 

３ 計画期間 

 本計画の計画期間は、市制施行 70 年を迎える令和６年（2024）度から令和 15 年（2033）度ま

での 10 年間とします（図２）。計画に基づく事業は、前期、中期、後期の３区分に分けて実施す

ることを想定しており、適宜計画の見直しを行います。なお、総合ビジョンをはじめとする関係

計画の改定時には、関係課と連絡・調整を行い、柔軟に事業の展開を図るものとします。 

 社会状況が変化し、地域計画について軽微な変更を行う際には、兵庫県と文化庁に報告し、計

画期間の変更や市内の文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更、地域計画の実施に支障が
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生じるおそれのある変更等の大きな変更が必要となった場合には、文化財保護法第 183 条の４に

基づき、計画期間中であっても変更の認定を文化庁に申請します。 

 

 

図１ 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 計画期間 
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４ 用語の定義 

文化庁による「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画の作成等

に関する指針（以下、「指針」という。）」には、文化財保存活用地域計画の対象とする範囲につい

て以下のように記されています。 

 

本指針の対象とする「文化財」とは，法第２条に規定される有形文化財，無形文化財，民俗文化財，記念物，文化的

景観，伝統的建造物群の６つの類型をいう（なお，この中には国や地方公共団体に指定等されたものだけでなく，何ら

行政による保護措置が図られていない，いわゆる未指定文化財も含まれる）。また，法に規定される土地に埋蔵されて

いる文化財（埋蔵文化財）や文化財を次世代へ継承する上で欠かせない文化財の材料製作・修理等の伝統的な保存技術

についても，幅広く対象とすることが有効である。さらに，国民娯楽など，必ずしも文化財に該当するとは言えないも

のであっても，各地域にとって重要であり，次世代に継承していくべきと考えられる文化的所産については，これを幅

広く捉え，文化財と同等に取り扱う視点も有効である。 

文化庁「指針」（令和５年３月 20日変更）  

 

この視点を踏まえ、本計画においても、文化財保護法や関係法令に基づく指定等の有無に関わ

らず、埋蔵文化財や保存技術等の通常は６類型には分類されない分野を含め、市域に広がる多様

な歴史的・文化的・自然的な遺産を「文化財」と定義します（表１・図３）。なお、文化庁が示し

ている登録有形文化財登録基準を参考に、原則として 50 年を経過したものを計画の対象としま

す。 

また、文化財とその周辺環境（文化財の周囲の景観や文化財を支える人々の活動、技術等）が

一体となったものを「歴史文化」と定義し、小野市独自の個性として捉え、文化財とともに未来

に向けて保存・活用する対象とします。 

 

表１ 文化財の各類型の概要 

有形文化財 
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産、考古資料及びそ 

の他の歴史資料 

無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産 

民俗文化財 

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられ 

る衣服、器具、家屋その他の物件 

※本計画では、国民娯楽に関するものを民俗文化財の中で取り扱います 

記念物 

貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地、 

動物、植物及び地質鉱物 

※本計画では、埋蔵文化財包蔵地を記念物の中で取り扱います 

文化的景観 地域における人々の生活又は生業及び風土により形成された景観地 

伝統的建造物群 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群 

その他 民間説話・伝承地 
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図３ 文化財と歴史文化 
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５ 計画作成の経緯・体制 

 本計画の作成にあたっては、文化財保護法第 183 条の９に基づく法定協議会であり、庁内関係

各課、兵庫県教育委員会、学識経験者、関係団体からなる「小野市文化財保存活用地域計画協議

会（以下、「協議会」という。）」を組織しました（表２）。 

 令和３年（2021）９月 10日の第１回協議会を皮切りに計６回の協議会を開催し、意見聴取を行

いました。併せて、小野市文化財保護委員会（表３）での意見聴取やパブリックコメントによる

市民意見の募集を行い、計画に反映しました。令和４年（2022）３月には、広報おの 2022年３月

号（No.744）で市民に計画についての周知を行いました（表４）。 

 

表２ 小野市文化財保存活用地域計画協議会の構成 

構成（※１） 氏名 所属・役職 備考 

(第１号)小野市 

藤本 寿希 総合政策部長  

山本 浩 地域振興部参事兼産業創造課長（令和５年３月 31 日まで）  

松田 祐司 地域振興部参事兼産業創造課長（令和５年４月１日から）  

田中 一樹 地域振興部参事兼観光交流推進課長  

近藤 勝豊 地域振興部まちづくり課長  

藤原 正伸 教育指導部長兼学校教育課長（令和５年３月 31 日まで）  

藤井 潤 教育指導部長兼学校教育課長（令和５年４月１日から）  

入江 一與 教育管理部長  

(第２号)兵庫県 
甲斐 昭光 兵庫県教育委員会文化財課長（令和５年３月 31 日まで）  

柏原 正民 兵庫県教育委員会文化財課長（令和５年４月１日から）  

(第４号)学識経験者 

黒田 龍二 神戸大学 名誉教授  

奥村 弘 神戸大学 理事・副学長 会長 

神戸 佳文 関西大学 非常勤講師  

大江 篤 園田学園女子大学学長（経営学部教授）  

(第４号)観光関係団体 
藤本 修造 小野市観光協会 会長（令和５年５月 25 日まで）  

岡嶋 正昭 小野市観光協会 会長（令和５年５月 26 日から）  

(第４号）その他小野市教育

委員会が必要と認める者 

坂田 大爾 小野市文化財保護委員会 委員長 副会長 

小林 宜英 小野の歴史を知る会 会長  

市橋 義則 小野地区地域づくり協議会 会長  

事務局 

松田 祐司 教育管理部いきいき社会創造課長（令和５年３月 31日まで）  

市橋 哲也 教育管理部いきいき社会創造課長（令和５年４月１日から）  

石野 茂三 小野市立好古館 館長  

粕谷 修一 小野市立好古館 副館長  

山本 原也 小野市立好古館  

※１ 文化財保護法第 183 条の９第２項に基づく分類 
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表３ 小野市文化財保護委員会の構成 

役職名 氏 名 分野 役職名 氏 名 分野 

委員長 坂田 大爾 中世史・美術史 委員 西尾 慶子 民俗・生活文化史 

副委員長 冨田 益子 中・近世史 委員 西本 弘子 教育・地域史 

委員 伊藤 泰弘 天然記念物 委員 藤井 智顕 教育 

委員 小林 宜英 地域史 委員 宮田 逸民 城郭 

委員 佐伯 博昭 建築 委員 依藤  保 中世史・古文書 

委員 佐野 允彦 地域史    

 

表４ 作成の経緯 

年月日 内容 

令和３年 

（2021） 

４月１日 「小野市文化財保存活用地域計画協議会」の設置 

９月 10 日 第１回小野市文化財保存活用地域計画協議会 

令和４年 

（2022） 

１月 28 日 第２回小野市文化財保存活用地域計画協議会 

３月 広報おのによる地域計画の周知 

３月８～15 日 小野市文化財保護委員会への意見聴取（書面開催） 

６月９日 小野市文化財保存活用地域計画作成に向けた文化庁意見照会 

６月９～30 日 職員による歴史・文化財の活用推進政策提案募集 

８月５日 第３回小野市文化財保存活用地域計画協議会 

令和５年 

（2023） 

１月 13 日 第４回小野市文化財保存活用地域計画協議会 

1月 20日～２月３日 庁内関係課意見照会 

２月 10 日 小野市文化財保存活用地域計画作成に向けた文化庁意見照会 

２月 21 日 小野市文化財保護委員会への意見聴取 

４月 28 日 第５回小野市文化財保存活用地域計画協議会 

５月 19 日 小野市文化財保護委員会への意見聴取 

５月 22 日～６月９日 「小野市文化財保存活用地域計画（案）」のパブリックコメントの実施 

７月 26 日 小野市文化財保存活用地域計画作成に向けた文化庁意見照会 

８月４日 第６回小野市文化財保存活用地域計画協議会 
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第１章 小野市の概要 

 
この章では、本市を取り巻く環境について整理します。 

本市に所在する文化財・歴史文化は、自然的・地理的環境、社会的状

況、歴史的背景と密接に関連しながら存在しており、保存・活用を考え

るうえでの基盤となります。 
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１ 自然的・地理的環境 

①小野市の位置・面積 

小野市は、兵庫県のほぼ中央にある北播磨に位置し、北・東は加
か

東
とう

市、西は加
か

西
さい

市、南は加古

川市・三
み

木
き

市と接しています（図４）。市域は、東西 11.80km、南北 11.20kmの広がりを有します。

面積は 93.84 ㎢で、県下 41 市町中 29 番目の広さを有しています。市の西寄りを加古川が蛇行し

ながら南流し、途中東岸で東
とう

条
じょう

川や万
まん

勝
しょう

寺
じ

川、西岸で万
まん

願
がん

寺
じ

川等が合流しています。市の東

部には、日本標準時子午線が通っています。 

また、本市は東西を結ぶ交通の大動脈である山陽自動車道と中国縦貫自動車道という２本の高

速道路に挟まれており、県庁所在地である神
こう

戸
べ

からは自動車で約 50 分、大阪・京都からは約 70

～90分という位置にあります。さらに、大阪湾岸には神戸空港、大阪国際空港（伊
い

丹
たみ

空港）、関西

国際空港という３か所の空の玄関口が立地し、高速道路等を用いて容易にアクセスが可能です。 

 

図４ 小野市の位置 

資料：基盤地図情報 25000  
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②自然的環境の特性 

 気候  本市は、瀬
せ

戸
と

内
ない

海
かい

式気候に属し、年間平均気温は 14～15度と比較的温暖な気候です。

年間降水量は比較的少なく、平均 1,200mm 程度です。降水量の月別分布をみると、６～７月と９

月にピークがあり、梅
ばい

雨
う

や台風の影響による降水が多いことが分かります（図５）。対して冬季の

降水量は少なく、積雪になることは稀です。 

台風の上陸や梅雨前線の影響等により一時的に降水量が増えることがあり、過去には風水害が

発生しています（表５）。 

 また、晩秋から冬季にかけて頻繁に霧が発生します。これは、山に囲われた盆地状の地形を加

古川が貫流することから、夜間の放射冷却によって急激に気温が下がり、空気中の水分が霧とな

って滞留するためです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 過去 30 年間（平成５年～令和４年）の月別平均気温・降水量 

出典：小野市消防本部 気象観測記録一覧表 
 

表５ 過去の主な風水害 

発生年月 種類 被害人員 被害額 災害救助法 

昭和 36年（1961）６月 水害 7,401名  350,000千円 適用 

昭和 40年（1965）９月 風水害 24,356名（行方不明１名、傷者 43名） 1,677,000千円 適用 

昭和 51年（1976）９月 水害 982名（傷者２名）  907,484千円  

昭和 58年（1983）９月 水害 1,827名（傷者１名） 1,339,690千円  

平成 16年（2004）10月 水害 826名（傷者２名） 546,576千円 適用 

平成 25年（2013）９月 水害 110名  23,500千円  

出典：小野市地域防災計画 
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 地形・地質  本市の地形

を大きく捉えると、東に

東播
とうばん

・北摂
ほくせつ

丘陵・台地、西

に中 播
ちゅうばん

丘陵・台地があり、

両者に挟まれるかたちで加

古川低地（小野低地）があり

ます（図６）。小野低地を北

にたどると、丹
たん

波
ば

市に本州

で最も低い標高 95ｍの中央

分水界があり、本市は加古川

と由
ゆ

良
ら

川を繋ぐ「氷
ひ

上
かみ

回
かい

廊
ろう

」

の一部を構成しています（図

７）。 

市の西部には青
あお

野
の

ヶ
が

原
はら

台

地と加西・印
い

南
なみ

丘陵群、加古

川を挟んだ東部には 社
やしろ

台

地、小野台地が広がっていま

す。台地を作っているものは

未固結・半固結の砂礫層であ

り、いわゆる「大阪層群」と

呼ばれる地層です（図８）。

約 300万年前、東播磨から西

方に広がっていた第二瀬戸

内海という大きな湖（もしく

は海）の底に堆積してできた

厚い地層です。加古川東岸で

は、市域東端の標高約 170ｍ

の最高所から加古川が流れ

る標高約 30ｍまでの約 140

ｍの比高差の間で大小 25 段 図７ 氷上回廊・断層と小野市 

 

図６ 地形区分図と断面図 
資料：20 万分の１土地分類基本調査（地形区分） 
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もの平地と崖からなる階段

状の地形「小野大部
おおべ

段丘」が

ダイナミックに広がってい

ます（図６）。この特徴的な

地形は、約 80 万年前からの

氷河期と間氷期の反復によ

る湖水面（海水面）の上下に

よる浸食作用と、大地の継続

的な隆起によって形成され

ました。 

 加西・印南丘陵群は堅い流

紋岩からなり、高山
たかやま

・前山
まえやま

・

惣山
そうやま

・紅山
べにやま

等の 130～200ｍ

程の山並みが連なり「小野アルプス」と呼ばれ親しまれています。寒冷期の凍結・破砕作用によ

って斜面下部に大量の岩屑
がんせつ

が集積し、山麓には麓
ろく

屑
せつ

面
めん

を形成しました。 

また、本市には山崎
やまさき

断層帯南東部の一部を構成する三木断層が通っています（図７）。市周辺に

は、三木市から加古川市に至る草谷断層、加東市三
み

草
くさ

から丹波
たんば

篠山
ささやま

市古市
ふるいち

に至る御所
ごしょ

谷
だに

断層、御

所谷断層の南に並行する

大谷
おおたに

断層、加西市青
あお

野
の

町か

ら加東市河
こう

高
たか

に至る青野町

断層があります。 

 水系・水利  本市は、流

路延長・流域面積ともに県下

最大である加古川の中流域

に位置しています。加古川に

は、東条川、万勝寺川、山
やま

田
だ

川、万願寺川、 桜
さくら

谷
だに

川、

広島
ひろしま

川、前谷
まえたに

川等が合流し、

それらの支流には大畑
おおはた

川、

中谷
なかたに

川、長
なが

尾
お

川、大島
おおしま

川、

図８ 表層地質図 
資料：20 万分の１土地分類基本調査（表層地質） 

 

図９ 主な河川と流域区分図 
資料：国土数値情報 流域メッシュ（平成 21年） 
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遊
ゆう

舟
しゅう

川、 莇
あざみ

谷
だに

川の中小河川が流れています（図９）。 

降水量の少ない地域であることと、水を得にくい広大な段丘地形が相まって、古くからため池

が造成され、その数は 380 か所以上にも上ります。代表的なものとしては、小野大池、男
おとこ

池（鴨
かも

池）、船
ふな

木
き

池、八
はち

ヶ
が

池、鶴
つる

池・亀
かめ

池が挙げられます。ため池は、農業用のみならず、大雨の時に

貯水して洪水を防ぐ、あるいは火災時の防火用水としての役割をもっています。なお、今後の治

水対策として、老朽化したため池や、治水上不安定な井
い

堰
せき

・樋
ひ

門
もん

等の整備が課題となっています。 

生態系  本市の植生区分をみると、丘陵部には常緑広葉樹林域（ヤブツバキクラス域代償植

生）であるモチツツジ―アカマツ群集やアベマキ―コナラ群集等の分布がみられます。また、東

部の丘陵部には、スギ・ヒノキ・サワラ植林、アカマツ植林が分布しています。河川沿岸部や山

裾部分には竹林が広がっています。市内の大部分を占める加古川流域の低地には農地（水田）が

広がっています（図 10）。 

来住
き し

地区の男池は「鴨池」の名で知られ、冬季には数千羽の鴨が飛来します。市
いち

場
ば

地区の鶴池・

亀池を水源とした山田川は、環境学習や自然体験活動を推進する国土交通省のプロジェクト「水

辺の楽校」に登録され

ています。 

兵庫県では、絶滅の

危機にある貴重な野生

生物、地形、地質、自

然景観等を保全し、生

物多様性を確保するた

め、兵庫県版レッドリ

ストを作成していま

す。兵庫県版レッドリ

スト掲載種のうち、本

市で確認されている動

物は 123 種類、本市を

含む東播磨において確

認されている植物は

169 種類を数えます

（表６）。さらに、市内

図 10 植生区分図 
資料：第６回・第７回自然環境保全基礎調査（1/2.5 万現存植生図） 
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の保全していくべき植物群落（単一群落）として、八王子
はちおうじ

神社のコジイ群落（復
ふく

井
い

町）等、計 10

か所が挙げられています（表７）。 

 

表６ 兵庫県版レッドリスト掲載種 

区分（動物） 県内 小野市  区分（植物） 県内 
東播磨 

（小野市含む） 
脊椎動物 哺乳類 18  3   維管束植物 シダ植物 98  4  

鳥類 153  27   種子植物（裸子植物） 2  0  

爬虫類 9  2   種子植物（被子植物） 709  150  

両生類 15  4   蘚苔類 苔類 50  0  

魚類 56  15   蘚類 92  0  

無脊椎動物 昆虫類 292  53   藻類 淡水藻類 33  4  

クモ類 41  0   海藻類 14  0  

貝類 153  19   菌類 44  1  

その他 65  0   植物群落 単一群落 524  10  

合計 802  123   群落複合 26  0  

     合計 1,592 169 

 

表７ 兵庫県版レッドデータブック 2020 掲載の植物群落（単一群落）一覧 

植生区分 群落名 地名 施設名 ランク 保全制度 

照葉樹林 コジイ群落 復井町 八王子神社 C  

二次林 ｺﾅﾗ-ｱﾍﾞﾏｷ群落 河合西町 かわい快適の森 C  

二次林 ｺﾅﾗ-ｱﾍﾞﾏｷ群落 来住町 きすみの見晴らしの森 C ◎ 

滲水湿原 湿地植物群落 河合西町青野ヶ原 鶴池 B  

滲水湿原 湿地植物群落 久保木町夫婦池 夫婦池 B  

滲水湿原 湿地植物群落 池田町・曽根町 小野平周辺 A  

滲水湿原 湿地植物群落 来住町 女池 B ◎ 

池沼植生 池沼植物群落 小田町樫谷 樫谷１～６号池 C  

池沼植生 池沼植物群落 中番町土山 皿池 C  

池沼植生 池沼植物群落 天神町 桜谷池上池、下池 注  

【Aランク】植物群落及び個体群の破壊・衰退要因となる人為的影響、生育環境の変化、生物被害等により消滅の危機に瀕し

ているものや、規模的、質的に優れており、貴重性の程度が最も高いもの。【B ランク】A ランクに準ずるもので、消滅の危険

性が増大しているものや、貴重性の程度が高いもの。【C ランク】Bランクに準ずるものであり、今後消滅の危険性が高まるお

それのあるものや、貴重性の程度がやや高いもの。【注（要注意）】消滅のおそれのあるものや貴重なものに準ずるものとして

保存に配慮すべきもの。【◎】県立自然公園 
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２ 社会的状況 

①小野市の成り立ち 

 明治 22 年（1889）の市制・町村制施行により、小野村（のちの小野町）、河
かわ

合
い

村、来住村、市

場村、大部村、下 東 条
しもとうじょう

村、福
ふく

田
だ

村が誕生しました。昭和 29年（1954）12月１日に小野町、河合

村、来住村、市場村、大部村、下東条村の６町村が合併して市政を施行し、昭和 31年（1956）４

月１日には加東郡社町の久保木
く ぼ き

、古川
ふるかわ

を編入合併して、現在の小野市となりました（図 11）。 

現在は、合併前の旧６町村ごとに地域づくり協議会が置かれ、まちづくりの基本単位として機

能しています。なお、旧福田村の古川村は大部地区、旧久保木村は下東条地区に含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

図 11 区域の変遷 
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②人口動態 

本市の人口推移をみると、明治 13年（1880）に

は 19,380人を数え、以後、大正時代にかけては、

２万５千人前後で推移していましたが、終戦直後

の昭和 20年（1945）には３万人を超え、その後の

第１次ベビーブームによりさらに人口が増加し

ました。35,290人を数えた小野市誕生直後の昭和

30年（1955）以降はより詳細な人口動態が明らか

となり、平成 11年（1999）に５万人を超えるまで

一貫して増加傾向にありました。以後、平成 16年

（2014）の 50,653 人をピークとして５万人程度

の人口を維持してきましたが、平成 27年（2015）

には５万人を割り込み、令和４年（2022）には

47,561人となっており、今後も漸減していく見込

みです（図 12）。国立社会保障・人口問題研究所

の推計によると、令和 42 年（2060）には 30,638

人にまで減少すると推計されており、昭和 20 年

（1945）頃の人口水準となる見込みです。 

一方、世帯数については、昭和 30年（1955）

以来一貫して増加の一途をたどり、令和４年

（2022）では 20,383世帯を数えます。一世帯当

たりの人口は、令和４年（2022）時点で 2.33人

であり、平成元年（1989）の 3.66人と比べると

核家族化や少子化、高齢者等の独居が進んでい

ます。 

年齢層別の人口割合の推移をみると、平成 12

年（2000）では老年人口割合が 17.4％ですが、

令和２年（2020）には 29.3％と増加している一

方、同期間での年少人口と生産年齢人口の割合 図 12 人口・世帯数の推移と将来推計人口 
出典：住民基本台帳（各年３月末）、小野市人口ビジョン 
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がいずれも減少しており、高齢化と少子化が進んでいることが明らかとなります（図 13）。 

町別の人口分布の状況をみると、市域全体にまんべんなく人口が分布していることが分かりま

すが、町ごとに面積や人口密度等が異なっており、今後は歴史文化の保存・活用の担い手が不足

する町が出てくることが見込まれます（図 14）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 13 年齢層別人口割合の推移（年齢不詳を除く） 出典：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14 町別の人口分布（令和５年３月） 出典：住民基本台帳 
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具体的には、平成 25 年

（2013）から令和５年（2023）

までの 10 年間における町別

人口増減率をみると、市街化

区域外において人口減少の

傾向があります（図 15）。一

方、市街化区域内では開発の

余地のあった旧市街地周縁

にあたる黒川
くろかわ

町、王
おう

子
じ

町、垂
たる

井
い

町、大島町、匠
たくみ

台
だい

、天
てん

神
じん

町等で住宅地整備等が行わ

れ、高い増加率を示していま

す。その結果、市街化区域内

でのドーナツ化現象の進行が伺えます。 

人口減少率が高い町においては老年人口割合も高い傾向にあり、今後もその傾向が続くとみら

れます（図 16）。反対に人口が増加傾向にある町では老年人口割合も低い傾向にあり、外部から生

産年齢人口・年少人口が新興

住宅地へ流入している状況

が明らかとなります。 

 市街化区域内にも関わら

ず、西本町、本町
ほんまち

一丁目等の

小野商店街を含む旧市街地

では人口が減少しており、老

年人口割合も高い傾向にあ

ります。 

 なお、桜
さくら

台
だい

には陸上自衛

隊青野原駐屯地の職員宿舎

があることから、特異な動態

を示しています。  

図 15 町別の人口増減率 
    （平成 25 年３月～令和５年３月） 出典：住民基本台帳 

 

図 16 町別の老年人口割合（令和５年３月） 出典：住民基本台帳 
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③産業 

産業概要  本市の総生産額は、令和２年（2020）時点で 243,824百万円です（図 17）。産業別

総生産額の割合をみると、製造業が 51.0%と過半数を占めており、本市の中心的な産業であること

が分かります。播
ばん

州
しゅう

そろばんや播州刃物といった伝統産業は全国的に名高く、後継者不足や市

場縮小等の課題を抱えつつも、近年は海外に販路を開拓し、高い品質が評価されています。また、

恵まれた交通インフラを活かした小野工業団地や流通業務団地、ひょうご小野産業団地への企業

立地が進み、先端技術を活かして、化学製品をはじめ、食品、医薬品、印刷製品等の多岐にわた

る製品が製造されています。 

第１～３次産業別の就業者数の割合をみると、令和２年（2020）時点では第１次産業が 2.8％、

第２次産業が 37.3％、第３次産業が 59.9％です（図 18）。全国平均と比べると、第２次産業の割

合が高くなっており、製造業を中心とした本市の産業構造を示しています。なお、平成 17年（2005）

から令和２年（2020）にかけて、第３次産業の就業者数の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 17 産業別総生産額の割合（令和２年） 出典：兵庫県 市町民経済計算 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 18 産業別就業者数の推移    出典：国勢調査 
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 農業  本市では、耕地面積 2,300ha の約 91％に当

たる 2,100haが水田です。水田では主に食用米であるヒ

ノヒカリが生産されていますが、酒米である山田錦も生

産されています。このほか、「ふくほのか」という小麦、

大豆やキャベツ等の野菜、イチジクやブドウ等の果樹生

産、酪農が行われています。担い手農家（農業経営基盤

強化促進法に基づく認定農業者）へ農地の集積が進んで

おり、1.5ha以上を耕作する農家数の割合は増加しています。一方で、農業者の副業的農家の割合

が高くなっており、高齢化や担い手の確保が課題となっています。 

 近年は本市独自の６次産業の拠点としてコミュニティレストランを設置し、地元食材を使った 

飲食店を地元住民が自ら運営しています。現在は、市内に５か所の店舗が運営されています。 

 伝統産業  本市の伝統産業として、播州そろばんや播州刃物が挙げられます。 

 播州そろばんは、三木合戦の際にその戦火を逃れるため大
おお

津
つ

に避難した者が、大津そろばんの

製造技術を習得し、帰郷して製造を始めたことが起源と伝えられています。播州そろばんの特徴

は、厳選された材料を用い、長年培われた高度な技術があり、部品ごとに作業工程を分業化して

いる点にあります。昭和 35年（1960）には製造の最盛期を迎え、年間 360万丁ものそろばんが製

造されました。播州そろばんは、伝統的工芸品産業の振

興に関する法律（伝産法）に基づき昭和 51 年（1976）

６月に通商産業省（現経済産業省）から「伝統的工芸品」

の指定を受けました。現在は年間 15 万丁程度が生産さ

れ、国内シェア 70％を誇り、海外にも輸出されていま

す。また、播州そろばんで培われた木工技術を活かし、

昭和 30 年（1955）頃からは珠のれん等の室内装飾品や

家具類の製造・販売へと転換が図られています。 

播州刃物については、播州そろばん同様、農閑副業と

して 18世紀に剃刀
かみそり

の製造が行われています。その後も

文化３年（1807）のにぎり鋏、文化年間（1804～1818）

の包丁、ナイフ、明治 44年（1911）の裁
たち

鋏
ばさみ

（ラシャ切

鋏）等、多様な刃物商品を製造してきました。なかでも

播州鎌は国内シェア 80%を占め、その鋭利さから「カミ

河合地区の水田景観 

そろばん製作 

播州刃物 
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ソリ鎌」とも呼ばれ、平成９年（1997）３月には兵庫県伝統的工芸品に指定されています。 

 これらの伝統産業は、市場規模の縮小、職人の高齢化と後継者不足、安価な量産品に押される

等、生産は縮小の一途をたどりますが、品質の向上や美しいデザイン性が好評を得ています。 

 観光業  市内の主な観光地としては、ひまわりの丘公園、おの桜づつみ回廊、白雲
はくうん

谷
だに

温泉ゆ

ぴか、小野アルプス、浄
じょう

土
ど

寺
じ

等が挙げられ、例年８月に開催される「小野まつり」には打ち上げ

花火も相まって市内外から多くの人が訪れます。観光入込客数は新型コロナウイルス流行以前に

は 220～230 万人前後で推移し、観光消費額は平成 28 年（2016）度に約 192 億円を記録していま

す（図 19）。また、日帰り・宿泊の別にみると、96％以上が日帰りで占めています。 

観光の目的別の割合は、「スポーツ・レクリエーション」が 50％前後と最も高く、市内に多く所

在する公園やゴルフ場の利用者を反映していると考えられます（図 20）。次いで、「温泉・健康」

と「行事・イベント」が 10～15％前後で、「自然」、「歴史・文化」が３～４％前後の割合で推移し

ています。「歴史・文化」としては、浄土寺を中心に観光客が訪れています。 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 小野市における観光入込客数等の推移（平成 24 年度～令和３年度） 出典：兵庫県観光客動態調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 小野市における観光目的別割合の推移（平成 28 年度～令和３年度） 出典：兵庫県観光客動態調査 
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おの桜づつみ回廊 ひまわりの丘公園 

白雲谷温泉ゆぴか 小野アルプス（紅山） 

図 21 主な観光地と公共施設の位置 
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④土地利用 

本市の土地利用について、地目別面積

割合をみると、田の占める割合が 39.5％

と最も多く、次いで山林、宅地となって

います（図 22）。 

また、13.0％を占める雑種地について

は、本市に多く所在するゴルフ場を反映

したものです。 

⑤交通 

本市を挟んで南に山陽自動車道、北に中国縦貫自動車道が通り、その２つの高速道路を結ぶ４

車線化された国道 175号が市の中央部を南北に縦断しています。 

現在、加古川市と小野市を繋ぐ高規格道路「東播磨南北道路（東播磨道）」の整備が進められ

ており、国道２号（加古川市野
の

口
ぐち

町坂
さか

元
もと

）から（仮称）国道 175号インターチェンジ（小野市

池尻
いけじり

町）までの区間が今後開通する予定です（図 23）。 

また、山陽自動車道三木サービスエリアには、スマートインターチェンジが設置予定であり、

周辺地域の交通渋滞緩和や地域産業の活性化、交通の要衝としての重要度が高まることが期待さ

れています。 

市内を通る鉄道としては、JR 加古川線（５駅）、神戸電鉄粟生
あ お

線（５駅）、北
ほう

条
じょう

鉄道（１駅）

の３路線が運行しています。特に、粟生駅は３路線の結節駅であり、北は西脇
にしわき

・丹波方面、東は

神戸方面、南は加古川方面、西は加西方面へと４方向に放射状に路線が伸びています。 

バス事業としては、神
しん

姫
き

バスが市内・近隣市（神戸市、明石市、西脇市、加東市）のバス停を

繋ぐ路線バスを運行しています。また、地域住民のための交通手段として、コミュニティバス「ら

ん♡らんバス」が平成 16年（2004）１月より運行を開始し、現在は９台の車両で市内 11ルートを

運行しています。このほか、公共施設等を行先としたデマンドバスも運行しています。これらの

コミュニティバスの運行により、本市の公共交通空白地人口は約２％と非常に少なくなっていま

す（図 24）。 

 なお、神戸電鉄小野駅、粟生駅のロータリーにはタクシーが停留しています。 

 

 

図 22 土地利用区分（令和３年） 
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図 23 主な交通網 

資料：国土数値情報（鉄道時系列データ・高速道路時系列データ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 公共交通網（令和２年） 
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⑥法規制等 

都市計画法  本市は、近隣市とともに東播都市計画区域に含まれており、7,508haが指定さ

れています（図 25）。都市計画区域内においては、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を

図るため、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されます（線引き制度）。市街化区域は、

すでに市街地を形成している区域、または今後計画的に市街化を図る区域を示し、土地の合理的

な利用を図るため建物の用途や形態が規制され、誘導する用途地域が定められています。市街化

調整区域においては、開発行為を抑制することで、自然環境や農林業の生産環境の保全と無秩序

な市街化を防止する役割を果たしており、原則として住宅の建築や宅地化のための開発は制限さ

れます。一方、久保木町と高山町を除いた下東条地区は都市計画区域に含まれていません。 

 小野市都市計画マスタープランに基づき、コンパクトシティの再構築等を基本理念として、小

野市うるおい交流館エクラ、市役所新庁舎等の新都市拠点「シビックゾーン」を整備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25 都市計画区域 
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農業振興地域の整備に関する法律  総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域

を「農業振興地域」として指定し、ほ場整備、農業用施設整備等の農業振興施策を重点的に講じ

ていくこととしています。さらに、県が「農業振興地域」として指定した土地のうち、将来にわ

たり保全すべき 10ha以上の集団的農地やほ場整備済みの農地等を「農用地区域」として農業振興

地域整備計画に定めること

となっています。「農用地区

域」は、農業振興施策が重点

的に実施され、原則として農

地転用が禁止されています

（図 26）。本市にある農地の

大半が農業振興地域、あるい

は農用地区域に定められて

います。 

森林法  市域では、前山

国有林、南
みなみ

山
やま

国有林、中
なか

山
やま

中
ちゅう

越
えつ

国有林の計125haが国

有林に指定されています（図

27）。これらの国有林は、水

源を守り、土砂崩れ等の災

害を防ぐ役割や、レクリエ

ーション的機能、教育的機

能等様々な役割を担う貴重

な財産です。また、県の策定

する「加古川地域森林計画」

の対象となる森林の区域

は、2,215.52haに及びます。

計画では、森林のもつ様々

な機能を十分に発揮できる

よう森林の整備及び保全を

図 26 農業振興地域・農用地区域 
資料：国土数値情報 農業地域（平成 27 年） 

 

図 27 国有林、地域森林計画対象民有林、保安林 
資料：国土数値情報 森林地域（平成 27 年） 
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進めることが記載されています。 

特に文化機能については、「史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景

観等を形成する森林については、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能

の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進すること」としています。 

都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律  本市では、都市の美観風致を維

持するための樹木の保存に関する法律に基づき、「小野市保存樹木及び樹林の指定に関する要綱」

を定め、地域で親しまれてきた老木や銘木、あるいは良好な自然環境を残す樹林について保存樹

木・保存樹林の指定を行い、保存を図っています。現在は、21本の樹木と２か所の樹林が指定さ

れています（表８・９、図 28）。 

兵庫県立自然公園条例  兵庫県では、兵庫県立自然公園条例に基づき、国立・国定公園以外

の優れた自然の風景地について、その自然の保護と利用の増進を図るため、自然公園を指定して

います。本市では、来住地区の一部が播磨中部丘陵県立自然公園区域に指定され、一部地域が立

木の伐採、宅地の造成、工作物の設置等を行う場合に許可が必要な「特別地域」に指定されてい

ます（図 28）。 

 

 

図 28 保存樹木・保存樹林の分布と自然公園 ※図中番号は表８に対応 
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表８ 小野市指定保存樹木一覧 

番号 樹木名 所在地 施設名等 備考 

１ クロガネモチ 垂井町 住吉神社  

２ ムクロジ 垂井町 住吉神社  

３ イチョウ 垂井町 住吉神社  

４ ケヤキ 垂井町 住吉神社  

５ クロガネモチ 神明町 地蔵堂  

６ クスノキ 葉多町 荒神神社  

７ クスノキ 三和町 鈴の宮神社  

８ エノキ 三和町 鈴の宮神社（北側）  

９ エノキ 三和町 鈴の宮神社（南側）  

10 カヤ 新部町 成国寺  

11 カヤ 河合中町 慶徳寺 市指定天然記念物 

12 エノキ 青野ヶ原町 長岡神社  

13 スギ 阿形町 若一神社  

14 クロガネモチ 阿形町 若一神社  

15 クスノキ 西脇町 大龍寺  

16 アベマキ 池尻町 大歳神社  

17 アカメヤナギ 大島町 出水  

18 エノキ 喜多町 大歳神社（北側）  

19 エノキ 喜多町 大歳神社（南側）  

20 シダレヤナギ 小田上町 下東条小学校  

21 ムクノキ 古川町 熊野神社  

 

表９ 小野市指定保存樹林一覧 

番号 樹木名 所在地 施設名等 備考 

１ 八王子神社の森 復井町 八王子神社 ｼｲﾉｷ、ｱﾍﾞﾏｷ、ｱﾗｶｼ、ﾂﾊﾞｷ類 600㎡ 

２ 熊野神社雲光寺周辺の森 長尾町 熊野神社・雲光寺 シイノキ、ヒノキ類 4,400 ㎡ 

 

 景観の形成等に関する条例  兵庫県では、優れた景観を創造・保全するとともに、建築物等

と地域の景観との調和を図るため、景観に影響を及ぼす行為の届出等に関して必要な事項を定め

ることで、魅力あるまちづくりと文化的な県民生活の確保に寄与することを目的として「景観の

形成などに関する条例（景観条例）」を定めています。本市では、市全域を対象に大規模建築物等

の届出制度により景観誘導が図られています。 

 また、地域の景観の形成に重要な役割を果たす建造物として、小野市立好古館が景観形成重要

建造物に指定されており、改築、増築、修繕、模様替え色彩または意匠の変更、除却を行う際は
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届け出をする必要があります。 

緑豊かな地域環境の形成に関する条例  兵庫県では、都市計画法により市街化区域と市街化

調整区域とに区分された線引き都市計画区域以外の地域において、適切な土地利用の推進、森林・ 

緑地の保全の観点から開発行為を適正に誘導することにより、緑豊かな地域環境の形成を図るた

めに「緑豊かな地域環境の形成に関する条例（緑条例）」を制定しています。 

本市を含む北播磨南部地域では、平成 18年（2006）11月１日から緑条例を施行しており、1,000

㎡以上（一部の区域は 500 ㎡以上）の規模の開発行為を行おうとする場合は、市や県との協議、

届出等の手続が必要です。ただし、自己用住宅の新築・増改築や通常の管理行為、軽易な行為等

は対象外です。開発工事に際しては、環境形成区域ごとに定められた緑化修景等の基準をもとに、

開発地の森林の保全や建物の周辺の緑化等が必要となります。本市では、北東部が、３号区域（田

園の区域）、４号区域（まちの区域）、２項区域（丘陵の区域）指定されています（図 29）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 29 環境形成区域指定図 
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３ 歴史的背景 

旧石器・縄文時代  小野市域における人類最古の痕跡

は旧石器時代にまで遡ります。旧石器時代は、現在よりも

はるかに寒冷な気候でした。人々はまだ土器を持たず、石

器や骨角器を用いた狩猟活動が生活の中心でした。ナウマ

ンゾウ等の大型動物を追って季節ごとに移動する生活を

していたと考えられています。勝
かっ

手
て

野
の

遺跡（黍
きび

田
た

町）では、

約２万数千年前に降下した姶
あい

良
ら

丹
たん

沢
ざわ

火山灰層の直下から

ナイフ形石器・台形石器等が見つかっています。打製石器

だけを用いた旧石器時代から、磨製石器が出現する新石器

時代へと移行していきました。 

約１万２千年前から始まる縄文時代には、気候が温暖に

なり、海水面の上昇によって現在とほぼ同じ日本列島が形

成されました。温暖な気候は植物相・動物相を変化させ、

これに伴い人々の生活も変化を余儀なくされました。縄文

時代の最大の特徴は、道具としての「土器」が発明された

ことにあります。土器を用いることによって煮炊きや貯蔵

が可能となり、食生活の幅が広がりました。イノシシ等の

小型動物の繁栄に伴って、弓矢が開発されました。小野市

域では、高
たか

田
た

小
こ

山
やま

ノ
の

下
した

遺跡（高田町）等の数か所の遺跡か

ら土器片・石器が見つかっています。 

弥生時代  弥生時代になると、人々が定着した様子が

明らかとなります。特に中期から後期にかけて、加古川や

東条川周辺の低地部で遺跡数が顕著に増加し、水田稲作を

背景としたムラの形成と人口増加が想定されます。人々

は、それまでの狩猟・採集活動から、稲作を中心とした農

耕サイクルに合わせた生活へと変化し、稲作に適した土地

や水、あるいは労働力を巡って周辺のムラと争うこともあ

りました。小野市域で代表的な遺跡を取り上げると、５基

竪穴建物（河合中番門遺跡） 

ナイフ形石器・台形石器 

（勝手野遺跡） 

縄文土器片 

（高田小山ノ下遺跡） 

円形周溝墓（河合中カケ田遺跡） 
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の円形周溝墓が見つかった河合中カケ田遺跡（河
かわ

合
い

中
なか

町）、

環濠とみられる２条の溝を有する垂井遺跡（垂井町）、比高

差約 60ｍの高台に作られた高地性集落である金
かな

鑵
つるべ

城
じょう

遺

跡（ 昭
しょう

和
わ

町）が挙げられます。 

古墳時代  ３世紀中頃から７世紀代の古墳時代には、

畿内をはじめ全国に数多くの古墳が造られました。ムラ同

士の統合によって初期のクニが形成され、有力者の墓とし

て多くの古墳が造られたことは、人々の社会的身分の差が

生じたことを示しています。小野市域では、前期から中期

にかけて、数十基からなる大部古墳群が築かれています。

その多くはすでに消滅しており詳細は不明ながら、直径 50

ｍ程の規模を有する敷
しき

地
じ

大塚
おおつか

古墳や王
おう

塚
づか

古墳は、特筆す

べき規模と豊富な副葬品から中心的な古墳といえます。後

期には、焼山
やけやま

古墳群、樫山
かしやま

古墳群、船木・中番
なかばん

古墳群等、

100 基以上で構成される群集墳が形成されています。 

飛鳥・奈良時代  ６世紀中頃には、朝鮮半島から仏教

が伝来し、その受容をめぐって蘇
そ

我
が

氏と物部
もののべ

氏が激しく対

立し、聖
しょう

徳
とく

太
たい

子
し

や推
すい

古
こ

天皇によって国の体制が整えられ

ていきました。大
たい

化
か

元年（645）の乙
いっ

巳
し

の変（大化の改新）

以後、大宝
たいほう

元年（701）の大宝律令制定や和
わ

銅
どう

３年（710）

の平
へい

城
じょう

遷都等を経て、次第に律令国家としての基盤が整

えられていきました。地方においては国郡里制度が整えら

れ、それにともなって国府・郡家等の地方行政機構、駅伝

制等の交通制度も整えられました。小野市域は、「賀
か

茂
も

郡」

の南東部にあたり、『播
はり

磨
まの

国
くに

風
ふ

土
ど

記
き

』にみえる山田里、越勢
こ せ

里、川
かわ

合
い

里が遺称地として今に伝わっています。律令制の

根幹は、人民と土地を掌握し租税を徴収する点にあり、播

磨国や賀茂郡では土器や絹織物が重要な税として納められ

たことが木簡等から伺えます。また、木材の確保を目的と

して摂
せっ

津
つ

国の住
すみ

吉
よし

大社が杣
そま

を設けたことと関連して、住

王塚古墳出土品 

軒瓦（広渡廃寺） 

垂井遺跡 

樫山古墳群 
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吉神を祀
まつ

る神社が集中しています。天
てん

武
む

・持
じ

統
とう

天皇の時代

になると、全国各地に仏教寺院が建立されるようになりま

すが、小野市域には法
ほう

隆
りゅう

寺
じ

式伽藍配置の河合廃寺、薬
やく

師
し

寺
じ

式伽藍配置の新部
しんべ

大寺
おおでら

廃寺、広渡
こうど

廃寺があります。広渡

廃寺の本尊は薬
やく

師
し

如
にょ

来
らい

坐像であり、のちに浄土寺の創建に

当たり移設されたことが『浄土寺縁起』に記されています。

賀茂郡内には７世紀半ばから８世紀半ばまでに少なくと

も８か寺が建立され、寺院が高密度に分布しています。天
てん

平
ぴょう

６年（734）には「既
き

多
た

寺」で『大
だい

智
ち

度
ど

論
ろん

』が書写され、

賀茂郡を中心に分布した知識（出資者）の名が奥書に記さ

れています。 

 平安時代  延
えん

暦
りゃく

13年（794）には桓
かん

武
む

天皇が平安京に

都を移し、平安時代が幕を開け、鎌倉幕府が成立するまでの

約 390 年間にわたり京都が政治の中心でした。土地の開墾

を奨励したことにより、一部富豪層が権力を蓄えていった一

方、浮浪・逃亡の流行によって律令制の根幹をなす人民掌握

は形骸化していきました。このような事態の中、10 世紀初

めに律令国家から王朝国家へと変化し、地方諸国の国内支配

を受
ず

領
りょう

に任せ、彼らに一定額の中央への貢納を義務付けま

した。受領たちは、任国での過酷な租税徴収によって莫大な

富を蓄えました。10世紀後半から、摂政・関白の地位は藤原
ふじわら

氏によって独占され、摂関政治の時代が続きました。摂関家

は、受領たちの任免権を握って大きな権力をふるいました。

しかしながら、11 世紀末から上皇（院）が政治の実権を掌

握するようになり、摂関家を圧倒しました。その後、武士の

棟梁である平
へい

家
け

が権力を掌握するようになりました。播磨

国は、平家が拠点とした摂津国福原
ふくはら

を支える後背地として

重要な役割を果たしました。 

また、９世紀初めには天台宗を開いた最
さい

澄
ちょう

や真言宗を

開いた空
くう

海
かい

によって密
みっ

教
きょう

がもたらされ、以後の仏教に大

広渡廃寺跡 

東塔心礎（新部大寺廃寺） 

軒瓦（河合西廃寺） 

住吉神社（垂井町） 

菅田神社（菅田町） 
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きな影響を与えました。11世紀後半創建の河合西廃寺（河
かわ

合
い

西
にし

町）は、衰退する古代寺院に代わる新たな仏教文化を

物語る遺跡です。延
えん

喜
ぎ

５年（927）にまとめられた『延喜式』

神名帳に記載される式内社としては、住吉神社（垂井町）、

菅
すが

田
た

神社（菅田町）、垣
かき

田
た

神社（小田
お だ

町）の３社があります。 

久
きゅう

安
あん

３年（1147）には東
とう

大
だい

寺
じ

の荘園として大部
おおべの

荘
しょう

が

設けられています。東大寺は、治
じ

承
しょう

４年（1180）の 平
たいらの

重
しげ

衡
ひら

による南都焼討により焼失し、翌年、大勧進に任命さ

れた 俊
しゅん

乗
じょう

房
ぼう

重
ちょう

源
げん

によって東大寺の復興事業が着手さ

れました。この際、東大寺復興の地方拠点として大部荘内

に設けられた浄土寺（浄
きよ

谷
たに

町）は、国宝に指定されている

浄土堂や木造阿
あ

弥
み

陀
だ

如
にょ

来
らい

及
および

両
りょう

脇
わき

侍
じ

立像等が建立される

とともに、仏・菩薩が極楽浄土に迎え入れるさまを表現し

た来
らい

迎
ごう

会
え

（ 迎
むかえ

講
こう

）が行われる等、俊乗房重源の思想が強

く反映されました。 

元
げん

暦
りゃく

元年・寿
じゅ

永
えい

３年（1184）の三
み

草
くさ

山
やま

の戦い（加東市）

では、 源
みなもとの

義
よし

経
つね

軍が平
へい

氏
し

方を攻め、一
いち

の谷
たに

への進軍経路

に小野市域が位置していることから、国
こく

位
い

田
でん

の碑をはじめ

とする伝承地が残されています。その後、平氏は一の谷、

屋
や

島
しま

と敗走を続け、壇
だん

の浦
うら

にて滅亡しました。 

鎌倉時代  源氏の棟梁である 源
みなもとの

頼
より

朝
とも

は征夷大将

軍に任命され、建
けん

久
きゅう

３年（1192）に鎌倉を本拠地とする幕

府を開きました。播磨国では頼朝から派遣された梶
かじ

原
わら

景
かげ

時
とき

が軍事・警察権を掌握しましたが、頼朝の死後、景時は

失脚し、小
こ

山
やま

朝
とも

政
まさ

・後
ご

藤
とう

基
もと

清
きよ

・安
あ

保
ぼ

実
さね

員
かず

の後、小山氏が

守護職を承
う

けました。以後は北条氏の一族が守護となるこ

とが多くありました。市域の大部分を占める大部荘では、

鎌倉時代初期から東大寺の俊乗房重源と観
かん

阿
あ

上人による

新田開発が進められました。一方で、大部荘は開発当初か

ら悪党
あくとう

の台頭に悩まされてきました。南北朝時代には、西

垣田神社（小田町） 

左弁官宣旨案（浄土寺文書） 

浄土寺浄土堂 
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播磨を本貫地とする赤
あか

松
まつ

氏がしだいに勢力を伸ばし、元
げん

弘
こう

の乱以後、後
ご

醍
だい

醐
ご

天皇方に属して活躍し、建
けん

武
む

新政権の成

立に寄与しました。しかし、政権内部の分裂・矛盾の深化

によって、赤
あか

松
まつ

円
えん

心
しん

は足
あし

利
かが

尊
たか

氏
うじ

方に身を転じ、室町幕府

の樹立に大きく貢献しました。 

 室町時代  元弘３年（1333）、足
あし

利
かが

高
たか

氏
うじ

（後の尊氏）

の離反をきっかけとして鎌倉幕府は滅亡し、後醍醐天皇に

よる政治が開始されました。しかし、武家社会の慣習を無

視した政治に対し多くの武士らが反発し、足利尊氏を中心

とした武家政権が樹立しました。播磨国では、足利将軍家

の信任が厚く、幕府の要職を務めた赤松氏の支配が進展し

ました。 

赤松氏は室町幕府成立後、播磨・備
び

前
ぜん

・美
みま

作
さか

三国の守護

となり、支配体制を整備していきました。加古川と京街道

が交差する小野市域には数多くの城館が築かれました。な

かでも軍事的に重要視された河合地区には、一辺 100ｍを

超える城館として河合城（新部町）、堀
ほり

井
い

城（河合西町）、

小
こ

堀
ほり

城（河合中町）の３城があります。応
おう

永
えい

34年（1427）

の赤
あか

松
まつ

満
みつ

祐
すけ

下国事件や嘉
か

吉
きつ

元年（1441）の嘉吉の乱の際に

は、赤松満祐が河合城に入ったとする記録があり、河合城

は播磨東部の中心的な役割を果たしていたと考えられてい

ます。金
かな

鑵
つるべ

城（昭和町）は、赤松氏の被官中村
なかむら

氏の城と

されています。なお、市内には禅宗系の曹
そう

洞
とう

宗
しゅう

派が河合

地区をはじめとする加古川西岸に偏在しており、赤松氏と

の関わりが想定されています。 

赤松氏は、６代将軍足
あし

利
かが

義
よし

教
のり

を暗殺した嘉吉の乱をきっ

かけに没落し、以後、山
やま

名
な

氏と赤松氏の勢力争いが続きます

が、これがさらに赤松氏の衰退を招き、有力被官が台頭する

きっかけとなりました。小野市域では、有力被官上
こう

月
づき

氏や東

条谷で威勢をふるった有力国人依
より

藤
ふじ

氏が台頭しました。 

国位田の碑 

河合城縄張り図 

堀井城 

金鑵城 
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勢力を拡大する国人層は、互いに対立を深め衝突し合い、

次第に淘
とう

汰
た

されていきました。播磨東部では、最終的に三

木城（三木市）を拠点とした別
べっ

所
しょ

氏が播磨東部８郡を支配

下に治めることとなりました。 

このころには、主要な街道が整備されたようで、『祇
ぎ

園
おん

執
しつ

行
ぎょう

日記』には八
や

坂
さか

社の社僧が有
あり

馬
ま

での湯治を経て小野市域

を通って姫
ひめ

路
じ

の広
ひろ

峰
みね

社に参
さん

詣
けい

した記録が残されています。

また、民衆の間で 巡
じゅん

礼
れい

が流行り、浄土寺浄土堂の外壁に打

ち付けられていた板材には巡礼者の落書きが残されています。 

 安土桃山時代  織
お

田
だ

信
のぶ

長
なが

の勢力が播磨に進出した際、

当初は織田に味方した三木城主の別
べっ

所
しょ

長
なが

治
はる

が反
はん

旗
き

を 翻
ひるがえ

し、天
てん

正
しょう

６年（1578）３月に三木合戦が始まりました。三

木城には多くの武士らが籠
ろう

城
じょう

しましたが、羽
は

柴
しば

秀
ひで

吉
よし

によ

る「三木の干殺し」と呼ばれる徹底した 兵
ひょう

糧
ろう

攻めにより

天正８年（1580）には別所氏は滅びました。小野市新部町

では「太閤
たいこう

渡し」と呼ばれる加古川の渡し舟の発着場があ

り、山
やま

田
だ

新
しん

介
すけ

ら船頭が三木合戦の際に秀吉軍に協力したこ

とに由来しています。その後、播磨国は秀吉の直轄領とな

り、天正・文
ぶん

禄
ろく

の検地を通して兵農分離が進み、多くの武

士が帰農していきました。この際、秀吉の命を受け、かつ

て依藤氏の拠点であり当時別
べっ

所
しょ

重
しげ

棟
むね

の居城となっていた

豊
とい

地
ち

城（中谷町）の廃城を行ったのが、のちに小野藩主と

なる 一
ひとつ

柳
やなぎ

家の祖・ 一
ひとつ

柳
やなぎ

直
なお

末
すえ

であり、直末が秀吉から

拝領したと伝わる胴服が残されています。なお、三木合戦

では、萬
まん

勝
しょう

寺
じ

、来
らい

迎
ごう

寺
じ

等の多くの寺社が焼き払われたと

伝えられています。 

 江戸時代  慶
けい

長
ちょう

５年（1600）、関
せき

ケ
が

原
はら

の戦いにより西

軍が敗北すると、池
いけ

田
だ

輝
てる

政
まさ

が姫路城に入って播磨国 52万

石を領有しました。しかし、元
げん

和
な

３年（1617）の池
いけ

田
だ

光
みつ

政
まさ

の鳥取転封に伴い、播磨国は分割統治されました。小野市

秀吉書状（山田家文書） 

豊地城土塁 

浄土寺浄土堂旧板壁 

黄地牡丹蓮唐草文緞子胴服 
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域では、小野藩をはじめ、幕府領、古
こ

河
が

藩（現茨城県）領、

姫路藩領、旗本鈴
すず

木
き

家領、三草藩領、鶴舞
つるまい

藩（現千葉県）

領、白河
しらかわ

藩（現福島県）領が入り組む複雑な状況となりま

した。 

江戸時代を通して、小野藩主として小野市域の約半分を

領有していたのは一柳家でした。小野市域と一柳家との関

わりは、寛永
かんえい

13年（1636）に伊勢
い せ

神戸藩主だった 一
ひとつ

柳
やなぎ

直
なお

盛
もり

が 1万 8600石の加増を受け、伊
い

予
よ

西
さい

条
じょう

に転封にな

り、このうち 1万石が播磨国加東郡であったことに始まり

ます。ところが、直盛は新天地伊予西条への赴任途中大坂
おおさか

で死去したことから、領地は３人の息子たちに分割相続さ

れることになり、播磨国加東郡１万石は伊予川
かわ

之
の

江
え

とと

もに二男直
なお

家
いえ

が相続しました。加東郡の領地を管理する

ため敷地村に陣屋を置き、家臣が派遣されました。敷地陣

屋で使用されていたと伝わる山門が長 清
ちょうせい

禅寺
ぜんじ

（王子町）

に残されています。 

 寛永 19 年（1642）、直家に跡継ぎがなく没したことか

ら、領地は一旦収公されましたが、丹波国園
その

部
べ

藩主小
こ

出
いで

吉
よし

親
ちか

の次男直
なお

次
つぐ

を養子に迎え入れ、小野藩が１万石で立藩

しました。敷地村の陣屋を仮の陣屋としましたが、敷地陣

屋は飛び地を管理する代官陣屋であり、大名が本拠を置く

大名陣屋としては規模が小さかったため、直次は 承
じょう

応
おう

２

年（1653）に現在の西本町
にしほんまち

に小野藩陣屋・陣屋町を建設

し、以後の中心市街地として発展することとなりました。 

 ４代藩主末
すえ

栄
ゆき

の代には、悪化していた藩財政を質素倹

約により再建しました。 

 ８代藩主末
すえ

延
のぶ

の代にあたる天保
てんぽう

４年（1833）には、米

価の高騰と食料不足に起因する大規模な「加古川筋一揆」

が起こりました。この一揆は、天領・大名領・旗本領等領

主に関係なく広範な広がりをみせ、打ちこわしの性質を帯

伝・敷地陣屋山門（長清禅寺） 

帰正館扁額 

陣屋町復元図（延享４年(1747）） 

所領配置 
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びたものでした。天保 12 年（1841）には大
おお

国
くに

隆
たか

正
まさ

を 招
しょう

聘
へい

し、藩校「帰
き

正館
せいかん

」が開校しました。 

 末延の嫡子である９代藩主末
すえ

彦
よし

は生涯独身であったた

め、丹波国綾
あや

部
べ

藩主九
く

鬼
き

隆
たか

都
ひろ

の五男末
すえ

徳
のり

を養子に迎え入

れ、10代藩主としました。末徳は最後の藩主として難局を

乗り越え、明治維新を迎えました。藩主一柳家累代の墓所

は 祥
しょう

雲
うん

寺
じ

（東京都渋
しぶ

谷
や

区）及び菩提寺であった光
こう

明
みょう

寺
じ

（神
しん

明
めい

町）にあります。 

 江戸時代は平和で安定した政治が行われたため、交通網

が整備され、流通も盛んになり貨幣経済が浸透しました。

小野市域では、加古川舟運が発展し物流の基幹となり代表

的な船着き場は町場の様相を呈するようになりました。な

かでも、太郎太夫村（市場町）の近藤
こんどう

家は初期には農地集

積を行い、江戸中期以降は高
たか

瀬
せ

舟
ぶね

と北
きた

前
まえ

船
ぶね

による回漕業、

金融業等により富を蓄積しました。 

 地場産業としては、そろばんや刃物生産が芽生えました。

文化３年（1806）に長尾村（長尾町）の盛
もり

町
まち

宗
そう

兵
べ

衛
え

がにぎ

り鋏の生産を開始するほか、北
きた

島
じま

村（大島町中）で剃刀等

の生産が行われるようになりました。また、安政
あんせい

元年

（1854）には小野町の黒川屋井上
いのうえ

太
た

兵衛
へ え

が三木の久留
く る

美
み

で

製造方法を習得したことを契機としてそろばん生産が行わ

れました。 

 近世の娯楽としては、祭礼の際に余興や奉納として浄瑠

璃、物まね、曲芸、相撲、万歳、芝居等があり、現在も市

域には農村舞台が残っています。また、伊勢参りや巡礼の

流行により庶民も旅を楽しむ機会が増えました。 若
じゃく

一
いち

神

社（阿
あ

形
がた

町）神事の西脇獅子舞は、文化６年（1809）銘の

囃子太鼓の存在からこのころから伝承されており、梯子を

用いた勇壮なものです。現在も市内各地で行われている伝

統行事のなかには、江戸時代から少しずつかたちを変えな

一柳家墓所（光明寺） 

近藤家家宅図 

一柳末徳 

黒川屋井上太兵衛 
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がら続いているものもあります。 

 近代  廃藩置県によって旧来の封建制度は解体され、

中央集権化が進められました。明治４年（1871）、廃藩置県

により小野県が誕生しましたが、同年中に廃止されました。

姫路県、飾
しか

磨
ま

県を経て、兵庫県に編入され、現在に至って

います。 

最後の藩主 一
ひとつ

柳
やなぎ

末
すえ

徳
のり

は、華
か

族
ぞく

令
れい

により子
し

爵
しゃく

に叙せ

られました。なお、末徳の娘・満
ま

喜
き

子
こ

は、建築家で近
おう

江
み

兄
きょう

弟
だい

社
しゃ

を設立したウィリアム・メレル・ヴォーリズと結婚し、

近
おう

江
み

八
はち

幡
まん

の幼児教育に尽力しました。 

 明治政府は、文明開化や地租改正、 殖
しょく

産
さん

興業を通じた

経済力の向上と、徴兵制度や軍制改革を通じた軍備増強を

図りました。軍備増強が図られるなかで、小野市域には明

治 21 年（1888）に陸軍省の青
あお

野原
のがはら

軍馬育成所が設置され

ましたが、やがて軍馬育成が鳥取県大山
だいせん

に移転されること

になり、その後は敷地を拡大し陸軍の演習場となりました。

小野市側には大
だい

門
もん

廠
しょう

舎
しゃ

、加西市側には高
たか

岡
おか

廠舎が置か

れ、兵士の訓練施設として使用されていました。なお、大

正３年（1914）の第一次世界大戦に伴い、青野原俘虜収容

所が高岡廠舎に開設され、捕
ほ

虜
りょ

となったドイツ兵とオース

トリア・ハンガリー兵を収容しました。また、昭和 15 年

（1940）には河合西駅の西方の青野原台地上に戦車兵の訓

練施設として青野原戦車隊が設置されました。 

こうした軍事拠点と沿岸部の軍需工場を結ぶ役割のほ

か、地域発展の起爆剤としての役割を期待され、大正２年

（1913）に播州鉄道（播但
ばんたん

鉄道を経て現 JR 加古川線）が

開業し、市域には５駅（停留所）が設けられました。 

また、準軍事的な性格を帯びた施設として、日本無線電

信株式会社が小野無電受信所を設置し、昭和 12年（1937）

から業務を開始しました。 

大門廠舎 

小野町役場 

開業直後の神戸電鉄小野駅 

国鉄加古川線 

開校当初の来住小学校の図 
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教育基盤となる学校施設の整備として、明治５年（1872）

頃より小学校、明治 35年（1902）県立小野中学校、明治 42

年（1909）に小野家政女学校、昭和 14年（1939）町立小野

工業学校が相次いで開設しました。 

現代  敗戦により占領下におかれた日本は、GHQ の管

理下で憲法改正、教育制度改革、農地改革等が進められま

した。小野市域では、食料増産や復員者の就労確保等を目

的として農地の開拓が数多く行われ、昭和 26年（1951）に

は鴨
かも

川
がわ

ダム（東
とう

条
じょう

湖
こ

）が完成したことにより周辺農地へ

用水を送る幹線水路が整備されていきました。 

昭和 26年（1951）には神戸電鉄が小野駅まで延伸し開 

業、翌年には加古川線の粟生駅まで延長され、生活圏の拡

大と市民意識の変化をもたらしました。一方、このころの

産業をみると、戦時需要により綿織物やそろばん、金物の

生産量が増加しました。特に綿織物業では、力織機が導入

され、日本綿布株式会社（のちの日本綿業株式会社）等、

大規模な工場が作られました。 

また、1950年代からは開拓地を中心に酪農業が展開しま

した。神戸の共進舎牧農園は、昭和 22年（1947）に青野ヶ

原にて乳牛用の飼料作物栽培を開始し、その後、浄谷町に

牧場や工場を設置して現在に至ります。生産された牛乳は

神戸電鉄等により都市部へと出荷されていきました。 

昭和 29年（1954）12月１日に加東郡小野町・河合村・来

住村・市場村・大部村・下東条村が合併して小野市が誕生

し、昭和 31年（1956）には加東郡社町の一部を編入し、現

在に至る市域となりました。 

昭和 30 年代の日本は高度経済成長を遂げ、昭和 31 年

（1956）の『経済白書』に「もはや戦後ではない」と記さ

れたように、近代化・工業化へと突き進んだ時代でした。

小野市では、昭和 46年（1971）には市街化区域と市街化調 分譲直後の育ヶ丘町 

日本綿布株式会社 

共進牧場 

小野市合併調印式 

曽根サイフォン 
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整区域が決定され、これに合わせて育ヶ丘町、小野ニュー

タウン等の大規模開発と学校の建設が進められました。昭

和 49年（1974）には初めて人口が４万人を超える等、小野

市は大都市のベッドタウンとして発展してきました。 

また、大都市圏に近接している立地と自然環境を活かして

ゴルフ場開発が盛んに行われており、昭和 36 年（1961）小

野ゴルフ倶楽部（来住町）を皮切りに、昭和 40 年（1965）

播磨カントリークラブ（樫山町）、昭和 46年（1971）小野東

洋ゴルフ倶楽部（日
ひ

吉
よし

町）、昭和 54年（1979）小野グランド

カントリークラブ（中谷町）等が相次いで開場しました。 

 平成に入ると、小野工業団地や流通等業務団地の整備に

より企業立地が進みました。 

平成７年（1995）１月には阪神・淡路大震災が発生し、

小野市では震度３を記録し、軽傷者３名、一部損壊 584 棟

の被害がありました。 

 また、『行政も経営』の基本理念のもと、子育て支援・高

齢者支援・医療制度等が拡充され、川
かわ

島
しま

隆
りゅう

太
た

教授の脳科

学理論に基づいた 16 か年教育や小中一貫教育が進められ

るとともに、小野市いじめ等追放都市宣言（平成 20 年

（2008）３月）等の宣言を行ってきました。 

平成 16 年（2004）には白
はく

雲
うん

谷
だに

温泉ゆぴか、平成 17 年

（2005）には小野市うるおい交流館エクラ、平成 20 年

（2008）にはあお陶遊館アルテやコミュニティレストラン、

平成 25年（2013）には北播磨総合医療センター等の様々な

施設整備が進められ、近年では令和２年（2020）４月に小

野希望の丘陸上競技場アレオ、同年５月には、新都市拠点

シビックゾーンの一画に、「市民ファースト」、「使いやすさ

の追求」、「想定外をつくらない安全安心な庁舎」、「環境共

生・環境先進」の４つのコンセプトに基づいた小野市役所

新庁舎を開庁し、業務を開始しています。 

小野ゴルフ倶楽部 

 

小野市役所新庁舎 
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図 30 重層的な小野市の歴史 
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第２章 小野市の文化財の概要 

 
この章では、小野市の文化財の概要をみていきます。 

第１節で、これまで行ってきた文化財調査についての状況を振り返り、

現状で把握できている文化財を種類別に分類し、それぞれの点数を表で

示しています。第２節では、小野市域の文化財指定等の状況を整理して

います。第３節では、上記の内容を踏まえ、小野市の文化財の概要を整

理しています。 
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１ 文化財把握調査の実施状況 

 本市でこれまで実施してきた主な文化財把握調査は、

表資料編-１～12 のとおりです。総合的な把握調査とし

ては、平成３～16年（1991～2004）にかけて行った市史

編さん事業に伴う調査があり、古文書・絵図等を中心に

市内の文化財について悉皆的な調査を実施しました。小

野市史は本編３冊、史料編４冊、文化財編１冊の８冊か

らなり、さらに『小野市絵図集』を刊行しました。 

類型ごとの調査は、文化庁による統一的な調査、兵庫

県による県下統一的な調査、小野市教育委員会による調

査、大学や市民団体による調査等があります。ほ場整備

や宅地造成、道路建設等の開発事業に伴って発掘調査さ

れた遺跡も多くあります。 

 平成元年（1989）度から平成７年（1995）度にかけて、

京都大学と連携して「大部荘遺跡詳細分布調査事業」を

行いました。急激な社会変革のなかで、中世の大部荘のなごりを伝える田園風景が変容してしま

うことを危
き

惧
ぐ

して、水利・耕地、地名、寺社、民俗等の分野についての現況を記録にとどめたも

のです。 

 また、平成２年（1990）に開館した小野市立好古館では、様々なテーマで展示会を開催してお

り、各展示に沿った資料収集や調査・研究を進めてきました。平成 14年（2002）度からは、地域

と神戸大学、小野市立好古館の協働によって「地域展」が始まり、それに伴って地域の歴史を掘

り起こす「地域調べ」へと展開しました。 

さらに、今回の地域計画作成にあたって、各地区に所在する仏堂の美術工芸品の悉皆調査、ま

た宗教法人所有の建造物の悉皆調査を継続して行っています。 

このような成果を踏まえ、類型ごとの把握調査の実施状況を整理し、令和５年（2023）４月現

在で把握している文化財の総数は 3,404件となりました（表 10～12）。なお、この件数には、既に

滅失した文化財やいまだ把握されていない文化財は含まれていません。 

 

 

小野市史 

大部荘遺跡詳細分布調査報告書 
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表 10 類型ごとの把握調査の実施状況（令和５年４月現在） 

類型 小野 河合 来住 市場 大部 下東条 

有
形
文
化
財 

建造物（寺院建築、神社建築） 〇 △ △ 〇 △ 〇 

建造物（住宅） △ △ △ △ △ △ 

建造物（近代建築、土木構造物） △ △ △ △ △ △ 

建造物（石造物） 〇 △ △ 〇 △ 〇 

美術工芸品（絵画、彫刻、工芸品） △ △ △ △ △ △ 

美術工芸品（考古資料） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

美術工芸品（書跡・典籍、古文書、歴史資料） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

無形文化財 〇 △ △ 〇 △ 〇 

民
俗 

文
化
財 

有形の民俗文化財 〇 △ △ 〇 △ 〇 

無形の民俗文化財 〇 △ △ 〇 △ 〇 

記
念
物 

遺跡 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

名勝地 〇 △ △ 〇 △ 〇 

動物・植物・地質鉱物 〇 △ △ 〇 △ 〇 

文化的景観 △ △ △ △ △ △ 

伝統的建造物群 △ △ △ △ △ △ 

その他（民間説話・伝承地） △ △ △ △ △ △ 

 【〇】調査が一通り終了しており、定期的な確認調査が必要なもの。 

【△】一部のみ把握できており、今後調査が必要なもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
地域の神社を調べる児童生徒 地域調べの様子 
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表 11 小野市内の文化財の件数（令和５年４月現在把握できているもの）（1/2） 

類型 小野 河合 来住 市場 大部 下東条 
地域を特
定しない 

合計 

有
形
文
化
財 

建
造
物 

寺院建築 26 24 15 18 11 28 0 122 

神社建築 86 8 5 10 33 32 0 174 

住宅 17 7 1 6 0 10 0 41 

近代建築 5 2 0 0 0 3 0 10 

土木構造物 3 2 0 0 5 6 0 16 

石造物 156 50 27 47 40 60 0 380 

美
術
工
芸
品 

絵画 13 1 0 1 4 3 0 22 

彫刻 81 65 34 75 50 101 0 406 

工芸品 42 8 0 0 4 3 0 57 

書跡・典籍 11 6 1 0 0 0 0 18 

古文書 52 14 7 9 8 22 0 112 

考古資料 68 3 0 4 2 1 0 78 

歴史資料 61 2 3 3 13 28 0 110 

無
形 

文
化
財 

演劇・音楽 0 0 0 0 0 0 0 0 

工芸技術 0 1 0 0 0 0 4 5 

民
俗 

文
化
財 

有
形
の 

民
俗
文
化
財 

信仰に関するもの 54 310 111 14 54 68 0 611 

生活に関するもの 58 3 2 2 10 1 1 77 

民俗芸能・娯楽・遊戯 7 1 0 0 0 4 0 12 

その他 14 0 0 1 0 0 0 15 

無
形
の 

民
俗
文
化
財 

年中行事・祭礼等 81 23 19 27 49 124 3 326 

食文化 0 0 1 0 0 0 0 1 

民俗芸能・娯楽・遊戯 0 5 4 0 0 3 26 38 

その他 0 0 0 1 0 1 0 2 
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表 12 小野市内の文化財の件数（令和５年４月現在把握できているもの）（2/2） 

類型 小野 河合 来住 市場 大部 下東条 
地域を特
定しない 

合計 

記
念
物 

遺
跡 

貝塚・集落跡等 11 20 12 7 16 6 0 72 

古墳等 6 59 51 196 31 77 0 420 

城館跡他 2 9 3 2 2 5 0 23 

社寺跡他 4 4 3 1 1 7 0 20 

街道・生産 16 2 4 3 3 4 0 32 

近代戦争遺構 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他の遺跡 9 1 1 1 5 2 0 19 

名
勝
地 

公園・庭園 2 0 1 0 0 1 0 4 

橋梁・築堤 3 0 0 0 0 0 0 3 

河川・湖沼 32 1 4 6 24 16 1 84 

山岳・丘陵 0 0 2 0 0 0 0 2 

動
物
・
植
物
・
地
質
鉱
物 

動物 0 0 0 0 0 0 0 0 

名木・巨樹等 8 7 3 2 3 1 0 24 

地質・地層 0 0 0 0 0 0 1 1 

温泉 0 0 1 0 0 0 0 1 

その他 1 0 0 0 0 0 0 1 

文化的景観 0 0 0 0 0 0 0 0 

伝統的建造物群 0 0 0 0 0 1 0 1 

その他 民間説話・伝承地 17 10 4 13 8 12 0 64 

合計 946 648 319 449 376 630 36 3,404 

 

 

 

 

 

 

２ 文化財の指定等の状況 
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 令和５年（2023）４月現在の指定等文化財の件数は、合計 50件を数えます（表 13～17、図 31）。 

指定等文化財を種別ごとにみると、美術工芸品が 28 件と最も多く、建造物が 12 件、遺跡が５

件と続いています。地域別にみると、小野地区に 30 件、河合地区に８件、来住地区に４件、市場

地区に１件、大部地区に５件、下東条地区に２件が分布しています。さらに、年代的にみると、

原始３件、古代４件、中世 28 件、近世 15 件、近代０件、現代０件となっています。指定等文化

財のうち、浄土寺に関係する物件が 23件あり、このことが地域別・年代別の分布に表れています。 

また、令和３年（2021）度に創設された兵庫県無形民俗文化財登録制度に基づき、令和４年（2022）

９月に黍田のハナフリ・ゴツキ（牛
ご

撞
つ

き）行事が登録されました。なお、平成８年（1996）の文化

財保護法改正によって導入された国の「文化財登録制度」に基づく登録を受けた文化財はありま

せん。 

表 13 指定等文化財の件数 

区分 

国 県 市 

合計 
指定 
※１ 

選定 選択 登録 指定 登録 指定 

有
形
文
化
財 

建造物 4   0 3 0 5 12 

美
術
工
芸
品 

絵画 2   0 0  0 2 

彫刻 4   0 3  1 8 

工芸品 4   0 0  2 6 

書跡・典籍 0   0 0  2 2 

古文書 0   0 0  3 3 

考古資料 0   0 1  3 4 

歴史資料 0   0 0  3 3 

無形文化財 0  0 0 0  0 0 

民
俗 

文
化
財 

有形の民俗文化財 0   0 0  2 2 

無形の民俗文化財 0  0 0 0 1 1 ２ 

記
念
物 

遺跡 1   0 2  2 5 

名勝地 0   0 0  0 0 

動物・植物・地質鉱物 0   0 0  1 1 

文化的景観  0    
 

 0 

伝統的建造物群  0    
 

 0 

合計 15 0 0 0 9 １ 25 50 

※１…建造物・彫刻のうち、それぞれ１件は国宝です。 

空欄は、制度が存在しないものを意味します。 

表 14 国指定文化財 
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番号 種別 名称 指定日 員数 年代 
所在地 
（地区） 

所有者 

1 国宝 建造物 浄土寺浄土堂（阿弥陀堂） 明治 34.3.27 １棟 
建久３年 

(1192) 

浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

2 国宝 彫刻 
木造阿弥陀如来及両脇侍立像

（浄土堂安置） 
明治 34.8.2 ３躯 

建久８年 

（1197） 

浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

3 重要文化財 建造物 浄土寺薬師堂 明治 34.3.27 １棟 
永正 14 年 

（1517） 

浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

4 重要文化財 建造物 八幡神社本殿 大正 2.4.14 １棟 室町時代後期 
浄谷町 

(小野) 
八幡神社 

5 重要文化財 建造物 八幡神社拝殿 明治 34.3.27 １棟 鎌倉時代末期 
浄谷町 

(小野) 
八幡神社 

6 重要文化財 絵画 絹本著色仏涅槃図 大正 6.4.5 １幅 鎌倉時代 
浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

7 重要文化財 絵画 絹本著色真言八祖像 明治 34.8.2 ８幅 鎌倉時代 
浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

8 重要文化財 彫刻 木造阿弥陀如来立像 大正 9.4.15 １躯 鎌倉時代 
浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

9 重要文化財 彫刻 木造重源坐像 明治 34.8.2 １躯 
天福２年 

(1234) 

浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

10 重要文化財 彫刻 木造菩薩面 昭和 46.6.22 25 面 鎌倉時代 
浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

11 重要文化財 工芸品 鉦鼓 昭和 15.10.14 １口 
建久５年 

(1194) 

浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

12 重要文化財 工芸品 銅製五輪塔 大正 11.4.13 １基 
建久５年 

(1194) 

浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

13 重要文化財 工芸品 黄地牡丹蓮唐草文緞子胴服 平成 4.6.22 １領 安土桃山時代 
西本町 

(小野) 
小野市 

14 重要文化財 工芸品 
黒漆蝶形三足卓（浄土堂本尊用） 

黒漆蝶形三足卓（来迎会本尊用） 
平成 6.6.28 ２基 鎌倉時代 

浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

15 史跡 広渡廃寺跡 昭和 55.12.5 １件 奈良時代 
広渡町 

(大部) 
小野市 

 

表 15 県指定文化財 

番号 種別 名称 指定日 員数 年代 
所在地 
（地区） 

所有者 

1 有形文化財 建造物 浄土寺開山堂 昭和 47.3.24 １棟 
永正 17 年 

（1520）頃 

浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

2 有形文化財 建造物 浄土寺鐘楼 昭和 47.3.24 １棟 
寛永９年 

(1632) 

浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

3 有形文化財 建造物 近津神社明神鳥居 昭和 47.3.24 １基 
天正 20 年 

(1592) 

粟生町 

(河合) 
近津神社 

4 有形文化財 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 昭和 38.4.19 １躯 鎌倉初期 
万勝寺町 

(下東条) 
萬勝寺 

5 有形文化財 彫刻 行道面 昭和 43.3.29 ４面 
南北朝時代

か 

浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

6 有形文化財 彫刻 鬼面 昭和 43.3.29 ２面 室町時代 
浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

7 有形文化財 考古資料 阿弥陀三尊種子板碑 平成 4.3.24 １基 
建長８年 

(1256) 

青野ヶ原町 

(河合) 

青野ヶ原 

宮総代 

8 史跡 焼山群集墳（第 22～25号墳） 昭和 37.6.15 ４基 古墳時代 
二葉町・垂井町 

(市場・小野) 
小野市 

9 史跡 王塚古墳 平成 4.3.24 １基 古墳時代 
王子町 

(大部) 
熊野神社 

表 16 市指定文化財 
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番号 種別 名称 指定日 員数 年代 
所在地 
（地区） 

所有者 

1 有形文化財 建造物 養父寺石造層塔 
昭 和

63.11.1 
１基 

貞和４年 

(1348) 

来住町 

(来住) 
養父寺 

2 有形文化財 建造物 慶徳寺石造五輪塔 平成 5.12.1 １基 
応永 25 年 

(1418) 

河合中町 

(河合) 
慶徳寺 

3 有形文化財 建造物 来迎院石造五輪卒塔婆板碑 平成 8.3.1 １基 鎌倉時代後期 
粟生町 

(河合) 
来迎院 

4 有形文化財 建造物 奥田家住宅 平成 14.4.1 １棟 江戸時代 
中番町 

(下東条) 
個人蔵 

5 有形文化財 建造物 河合中町石造層塔 平成 22.5.1 １基 鎌倉時代後期 
河合中町 

(河合) 

河合中町 

東条最寄 

6 有形文化財 彫刻 浄土寺木造阿弥陀如来立像 平成 30.4.1 １躯 鎌倉時代 
浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

7 有形文化財 工芸品 一柳家旧所蔵刀 平成 8.3.1 ８点 
南北朝～ 

江戸時代 

西本町 

(小野) 
小野市 

8 有形文化財 工芸品 垂井町住吉神社懸仏 平成 30.4.1 ４面 
安土桃山時代、 

江戸時代 

垂井町 

(小野) 
住吉神社 

9 有形文化財 典籍 浄土寺大般若経（中野氏版） 平成 22.5.1 １点 江戸時代 
浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

10 有形文化財 典籍 浄土寺大般若経（黄檗版） 平成 22.5.1 １点 江戸時代 
浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

11 有形文化財 古文書 前田家文書 平成 5.12.1 30 点 江戸時代 
西本町 

(小野) 
個人蔵 

12 有形文化財 古文書 三枝家文書 平成 5.12.1 5,766 点 江戸時代 
西本町 

(小野) 
小野市 

13 有形文化財 古文書 黍田村村方文書 平成 8.3.1 2,177 点 江戸時代 
黍田町 

(来住) 
黍田町 

14 有形文化財 考古資料 国史跡広渡廃寺跡出土軒瓦 平成 5.12.1 ９点 
奈良～ 

平安時代 

広渡町 

(大部) 
小野市 

15 有形文化財 考古資料 国史跡広渡廃寺跡出土品 平成 5.12.1 ２点 奈良時代 
広渡町 

(大部) 
個人蔵 

16 有形文化財 考古資料 王塚古墳出土品 平成 22.5.1 １式 古墳時代 
西本町 

(小野) 
小野市 

17 有形文化財 歴史資料 国史跡広渡廃寺跡西塔心礎 昭和 63.11.1 １点 奈良時代 
広渡町 

(大部) 
小野市 

18 有形文化財 歴史資料 浄土寺「淨土堂」扁額 昭和 63.11.1 １点 鎌倉時代 
浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

19 有形文化財 歴史資料 浄土寺浄土堂旧板壁 平成 8.3.1 ２点 室町時代 
浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

20 民俗文化財 近津神社 おかげ踊り図絵馬 平成 14.4.1 １点 江戸時代 
粟生町 

(河合) 
近津神社 

21 民俗文化財 西脇獅子舞 平成 14.4.1 ― 江戸時代 
西脇町 

(来住) 

小野市西

脇町獅子

舞保存会 

22 民俗文化財 
垂井町住吉神社三十六歌仙図

絵馬 
平成 30.4.1 36 面 江戸時代 

垂井町 

(小野) 
住吉神社 

23 遺跡 伝観阿上人墓所 
昭 和

63.11.1 
１件 中世 

浄谷町 

(小野) 
浄土寺 

24 遺跡 金鑵城遺跡 平成 8.3.1 １件 中世 
昭和町 

(河合) 
小野市 

25 天然記念物 慶徳寺 カヤ 平成 5.12.1 １本 
約 600 年前 

(室町時代頃) 

河合中町 

(河合) 
慶徳寺 

 

表 17 県登録文化財 

番号 種別 名称 指定日 員数 年代 
所在地 

（地区） 
所有者 

1 民俗文化財 黍田のハナフリ・ゴツキ（牛撞き）行事 令和 4.9.1 ― 江戸時代 
黍田町 

(来住) 

黍田町 

自治会 
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図 31 指定等文化財の分布 
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３ 小野市の文化財の概要 

①有形文化財 

建造物（寺院建築）  寺院建築として特筆すべきは、俊乗房重源によって開かれた浄土寺（浄谷

町）の建造物です。建久８年（1197）建立の浄土堂（阿弥陀堂）（国宝）は、東大寺再建に用いら

れた大仏様によって建てられ、円柱の挿
さし

肘
ひじ

木
き

、遊
ゆう

離
り

尾
お

垂
だる

木
き

、隅
すみ

扇
おうぎ

垂
たる

木
き

、鼻
はな

隠
かくし

板
いた

を打った直線

の軒、丸い断面の両端がすぼまった虹
こう

梁
りょう

等、随所にその特徴がみられます。薬師堂（国指定）は、

明応
めいおう

７年（1498）に焼失し、永
えい

正
しょう

14年（1517）に再建されました。和様を基調としながら随所

に大仏様の要素がみられます。開山堂
かいざんどう

（県指定）は、開山・木造重源上人坐像を安置する建物で、

明応７年に薬師堂とともに焼失し永正 17年（1520）に上棟されました。鐘楼（県指定）は、寛永

９年（1632）に河合郷新部村（現新部町）の粟
あわ

津
づ

七
しち

右衛
え

門
もん

の寄進により建立され、江戸時代初期

の遺例として貴重です。 

前述の浄土寺関連を除くと、安土桃山時代の戦乱によって大半の寺院建築が焼失・破壊された

と伝えられています。現在残るものはいずれも江戸時代以降の建立で、中期に遡るものは少なく、

ほとんどが後期以降のものです。 

江戸時代中期のものとしては、萬勝寺・西光寺
さいこうじ

持仏堂
じぶつどう

（万勝寺町）、雲
うん

光
こう

寺
じ

跡の観音堂
かんのんどう

・阿弥陀堂・薬師堂（長

尾町）等が挙げられます。 

また、市内各所には小規模な仏堂があり、その多くは

江戸時代後期以降のものですが、なかには高田町薬師堂

のように江戸時代中期にまで遡るものがあります。 

 建造物（神社建築）  寺院建築同様、神社建築の大半が江戸時代以降の建立です。中世に遡る

ものとして、浄土寺境内の八幡神社拝殿（国指定）・本殿（国指定）が挙げられます。八幡神社拝

殿は、鎌倉時代末期の再建で、和様と禅宗様の折衷様に属し、桁行七間、梁間三間の堂々たる建

築です。八幡神社本殿は、室町時代後期の再建で、三間社流造です。 

 江戸時代前期の事例として、菅田神社本殿（菅田町）や熊野神社本殿（万勝寺町）が挙げられ、

安土桃山時代の華やかさが抜けた落ち着いた装飾を施しています。その後、次第に彫り物等の装

飾が発達しており、元
げん

文
ぶん

５年（1740）の垣田神社本殿（小田町）や宝
ほう

暦
れき

５年（1755）の住吉神社

本殿（垂井町）にその特徴をみることができます。 

高田町薬師堂 
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市内の本殿建築は流造が圧倒的に多く、その多くが三

間社流造ですが、熊野神社本殿（神明町）や若
わか

宮
みや

八幡神

社本殿（復井町）等一間社流造のものもみられます。ま

た、神明神社内宮・外宮（神明町）はいずれも文
ぶん

久
きゅう

２

年（1862）の建立とされ、県内でも珍しい神明造を採用

しています。 

神社のうち、最も古い時期のものとしては延喜式に記

載のある神社が挙げられます。賀茂郡に存在した神社としては８社挙げられていますが、そのう

ち市域には住吉神社（垂井町）、菅田神社（菅田町）、垣田神社（小田町）が比定されています。市

域には多くの住吉神社やその祭神を祀る神社が存在していますが、これは古代この地域に住吉大

社の広大な杣地（材木をとる山）が設定されていたことに由来します。そのほか、市内各地に穀

物の神を祀る大
おお

歳
とし

神社が数多く分布しています。 

 建造物（民家建築）  本市の民家建築は、市全域に広がる農家建築と小野藩陣屋町を起源とす

る小野商店街の町家建築に区分されます。 

 奥
おく

田
だ

家住宅（中番町・市指定）は 18 世紀前半の農家

建築で、入母屋造、茅葺の古風な主屋です。明治 13 年

（1880）前後には、北面に瓦葺の下屋を大きく下ろした

大改造が行われていますが、平面と構造に江戸時代中期

の様式・手法を残し、庄屋を務めた家柄としての風格を

備えています。このほか、堀井家住宅（河合西町）は、

主屋・附属舎が 19 世紀中頃から後半のものであり、庄

屋格の好例です。 

 一方、町家建築については、小野商店街（本町）の商

家・問屋等が軒を連ねていましたが、その多くは建て替

えが進み、現在は旧算盤問屋の建物が残るほか、カフェ

としてリノベーションされた物件等、わずかにその面影

を残しています。 

 このほか、特筆すべきものとして、加古川舟運にまつ

わる浜蔵
はまぐら

（市場町）や第６代日本銀行総裁を務めた松
まつ

尾
お

臣
しげ

善
よし

の別荘である山
さん

水
すい

荘
そう

（阿形町）等

が挙げられます。 

神明神社内宮・外宮 

奥田家住宅 

松尾臣善別荘（山水荘） 
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 建造物（近代建築）  近代建築の代表例として、内
ない

藤
とう

克
よし

雄
お

設計の旧小野小学校講堂（現小野市

立好古館・西本町）、旧浄谷町公会堂（浄谷町）、旧内藤建築設計事務所（久保木町）が挙げられま

す。内藤克雄は、大正３年（1914）に久保木村（久保木町）に事務所を開設して以降、北播磨を中

心に多くの建築物を手がけました。モダンな装飾を取り

入れた外観が特徴的です。このほか、中番町公民館（中

番町）や中
なか

町
ちょう

公会堂（中町）等、近代の公共施設が市

内各地で受け継がれ、集落の景観を構成する重要な要素

となっています。また、旧大門廠舎（復井町）は、明治

時代に軍馬養成所の施設として設けられた兵舎であり、

近代の戦争遺構の一つとして重要です。 

 建造物（土木構造物）  土木構造物は、水利施設と交

通施設に大別されます。水利施設としては、鎌倉時代に

俊乗房重源によって構築されたことに始まる寺
てら

井
い

堰
せき

（古川町）や、江戸時代の明石藩主により造られた灌
かん

漑
がい

用水路（トノサマ溝・長尾溝）、戦後に東条川疏水に関

連して整備された六
ろく

ヶ
が

井
い

堰
せき

及び円筒分水（久保木町）、

曽
そ

根
ね

サイフォン（曽根町）、船木池（船木町）、河合頭首

工（復井町）等があります。 

交通施設としては、明治 22年（1889）開業の JR水
み

戸
と

線で使用されたのちに移設された神戸電鉄

粟生線加古川 橋
きょう

梁
りょう

（ポニーワーレントラス橋）（葉多
は た

町・粟生町）や、昭和５年（1930）建設の

誉
よ

田
でん

橋
ばし

（住吉町）等があります。 

 建造物（石造物）  石材産地の竜山
たつやま

（高砂
たかさご

市）、高
たか

室
むろ

・長
おさ

（加西市）が近いこともあり、市内

各所に仏教や民間信仰を伝える多様な石造物が分布しています。 

 層塔については、鎌倉時代中期の浄土寺墓地・層塔残欠（伝観阿上人墓所）（浄谷町・市指定）、

鎌倉時代後期の河合中町石造層塔（河合中町・市指定）、貞
じょう

和
わ

４年（1348）の養
よう

父
ぶ

寺
じ

石造層塔（来

住町・市指定）等があります。宝
ほう

篋
きょう

印
いん

塔
とう

は、完全なものや完全に近い作品は極めて少ないもの

の、若宮八幡神社宝篋印塔（青野ヶ原町）や来迎寺宝篋印塔残欠（市場町）等、南北朝時代から室

町時代にかけての作品が残存しています。五輪塔は、古い物として鎌倉時代の作と推定される浄

土寺墓地五輪塔残欠（浄谷町・市指定）や在銘のものとしては県下２位の古さとなる屋
や

形
かた

墓地五

輪塔残欠（下来住町）があります。また、慶
けい

徳寺
とくじ

石造五輪塔（河合中町・市指定）は室町時代の

浄谷町公会堂 

神戸電鉄粟生線加古川橋梁 
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作でほぼ完存する貴重な例です。 

 石仏は市内各地でみられますが、古墳時代の石棺を再利用した「石棺仏」も多く分布していま

す。代表的なものとしては、室町時代前期の浄土寺地蔵石仏・来迎阿弥陀三尊石仏（浄谷町）、室

町時代後期の大龍寺
だいりゅうじ

六地蔵石仏（西脇町）があります。また、足腰の病気にご利益のあるという

橋の地蔵（高田町）や目にご利益があるという北向き地蔵（脇本
わきもと

町）等があり、民間信仰と密接

に関わるものも多く伝えられています。 

 神社に関係する石造物のうち、石鳥居の代表的なものとしては、建立年代が明らかな点で貴重

な近
ちか

津
つ

神社明神鳥居（粟生町・県指定）や、竹
たけ

ノ
の

宮
みや

石造鳥居（三和
み わ

町）があります。燈
とう

籠
ろう

は、市

内各地の神社に奉納されていますが、小野藩主一柳末栄等の本市ゆかりの人物により寄進された

ものがみられます。小野商店街の愛
あた

宕
ご

神社境内には大正２年（1913）の算盤
そろばん

仲間の燈籠（本町）

があり、当時のそろばん問屋の氏名が刻まれています。そのほか、石造の祠が寺社境内や墓地等

に祀られています。 

 道標は、江戸時代から昭和時代にかけて建立され、市域では 120 基以上が現存しています。本

市では、近世以降、西国三十三所巡礼や新加東四国巡礼等が盛んに行われ、巡礼等の道案内のた

めに建てられました。道標のなかには子どもの法名が記されたものもあり、近親の追
つい

善
ぜん

供
く

養
よう

の一

環として建てられたものと考えられます。 

 記念碑は、後世に歴史を伝える重要な役割を果たしています。土地の開墾の歴史を伝えるもの、

地域の経済発展・文化発展を支えた先覚者を称えるもの、伝統産業の創始を伝えるもの等、各地

で様々な記念碑が伝えられています。 

 美術工芸品（絵画）  絵画は、その大部分が仏画で

す。浄土寺（浄谷町）に伝わる絹
けん

本
ぽん

著
ちゃく

色
しょく

仏
ぶつ

涅
ね

槃
はん

図
ず

（国

指定）と八幅からなる絹本著色真
しん

言
ごん

八
はっ

祖
そ

像
ぞう

（国指定）は

ともに鎌倉時代の作で、市域でも特に古いものです。ま

た、各寺院や仏堂では、仏画とともに、講等の年中行事

で使用する掛け軸が継承されています。 

 仏画のほかには、関ヶ原合戦での一柳氏の活躍を描いた関ヶ原合戦絵巻（西本町）や榎
えの

倉
くら

省
しょう

吾
ご

等の近代以降に本市から輩出された画家による絵画等があります。 

 美術工芸品（彫刻）  彫刻は、その大部分が仏像ですが、そのほかに面や狛犬があります。浄

土寺（浄谷町）の木造阿弥陀如来及両脇侍立像（国宝）は快
かい

慶
けい

作の巨像であり、宋の仏画を手本

に造られました。また、「裸阿弥陀」とも呼ばれる木造阿弥陀如来立像（国指定）は同じく快慶作

関ケ原合戦絵巻 

da 
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で、来迎会（迎講）に使用されました。このほか、木造重源坐像（国指定）や木造菩薩面（国指

定）、行道面（県指定）、鬼面（県指定）が浄土寺に伝えられます。萬勝寺（万勝寺町）には、鎌倉

時代の木造阿弥陀如来像（県指定）が伝えられ、俊乗房重源が結
けち

縁
えん

した長尾寺に関わる仏像と考

えられています。 

 市内の寺院や仏堂には、大小さまざまな仏像を伝え、現在も信仰の対象として大切に扱われて

います。特に、市内の仏堂には弘法大師像が安置される例が多く、大師講等の流行が示唆されま

す。なお、大龍寺（西脇町）には、明治時代の檀
だん

徒
と

により寄進された銅製韋
い

駄
だ

天
てん

立像があり、元

から明時代にかけての傑作といえます。 

 美術工芸品（工芸品）  工芸品は、宗教用具と小野藩主一柳家に伝わる品々に大別されます。

宗教用具は、さらに金工と木工に分けることができます。宗教用具のうち、浄土寺（浄谷町）に

は、金工品の 鉦
しょう

鼓
こ

（国指定）や銅製五輪塔（国指定）、木工品の黒
くろ

漆
うるし

蝶
ちょう

形
がた

三
さん

足
そく

卓
たく

（国指定）

が伝わります。浄土寺を除くと、住吉神社（垂井町）の懸
かけ

仏
ぼとけ

（市指定）をはじめ、各寺社や仏堂

で鰐
わに

口
ぐち

や鉦鼓、版木等が受け継がれています。小野藩主一柳家に伝わる品としては、黄
き

地
じ

牡
ぼ

丹
たん

蓮
はす

唐
から

草
くさ

文
もん

緞
どん

子
す

胴
どう

服
ふく

（国指定）をはじめとする衣服類、一柳家旧所蔵刀（市指定）、書状のやり取り

に用いられていた小野藩黒漆塗文箱等があります。 

 美術工芸品（書跡・典籍）  書跡とは古い書道の優れた作品等のことで、藤
ふじ

森
もり

弘
こう

庵
あん

等によるも

のが伝わっています。典籍は、古い本類のことを指し、浄土寺（浄谷町）の大
だい

般
はん

若
にゃ

経
きょう

（市指定）

や来住町岩倉
いわくら

に伝わる大般若経等があります。 

 美術工芸品（古文書）  古文書は、地域の成り立ちを解き明かすうえで重要な役割を果たしま

す。なかでも、近世を中心とする三枝
さえぐさ

家文書（市指定）、前
まえ

田
だ

家文書（市指定）、黍田村文書（市

指定）、伊
い

藤
とう

家文書は質・量ともに充実しており、小野藩の支配体制や村々の姿、生活の様子等を

知る貴重な資料です。また、浄土寺（浄谷町）のもつ浄土寺文書は、鎌倉時代から近代にかけて

の古文書群として重要です。 

 そのほか、各家や各町、各寺院でも数々の古文書が保管され、検地帳や水利関係、土地の開墾、

年貢、村運営、祭礼、寺子屋で使われた教科書等、多岐にわたります。また、各町では江戸時代以

降に作成された古絵図も保管されています。 

 美術工芸品（考古資料）  市内で行われた発掘調査の出土品や個人の採集品があります。旧石

器時代の勝手野遺跡（黍田町）から出土した石器や、古墳時代の王塚古墳出土品（西本町・市指

定）、文献資料だけでは分からない人々の営みが明らかとなります。 

 美術工芸品（歴史資料）  浄土寺（浄谷町）の「浄土堂」扁額（市指定）、浄土堂旧板壁（市指
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定）等があります。このほか、小野藩校野
の

之
の

口
ぐち

（大国）隆正筆「帰正館」額（西本町）等の扁額、

寺社の棟札、私札版木、古写真等があります。 

②無形文化財（工芸） 

無形文化財（工芸）として、播州そろばん、播州刃物が把握されています。播州そろばんと播

州刃物は、いずれも江戸時代に製造が始まり、本市を代表する伝統産業です。播州そろばんにつ

いては、伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づく伝統的工芸品に指定されています。播州

刃物は、にぎり鋏、播州鎌、剃刀等の様々な家庭用刃物が生産され、播州鎌については兵庫県伝

統的工芸品に指定されています。 

このほか、河合中町等で竹細工（鳥籠）が生産されていました。 

③民俗文化財 

 有形の民俗文化財（信仰に関するもの）  有形の民俗文化財（信仰に関するもの）には、絵馬

類と祭具類が含まれます。絵馬は市内全域で悉皆調査が行われ、武芸額や関
かん

羽
う

図
ず

、歌仙図、百人

一首図、相撲番付額、干支図等、多様な絵馬が神社・仏堂に奉納されていることが分かっていま

す。なかでも、近津神社（粟生町）のおかげ踊り図絵馬（市指定）、住吉神社（垂井町）の三十六

歌仙図絵馬（市指定）等は奉納された経緯等が明らかとなる点で重要です。また、市内各地の薬

師堂をはじめとする仏堂には、庶民が病気平癒等を願って納めた小絵馬も残されています。 

このほか、各地域で祭礼・行事で用いられる祭具類は、屋台（布団太鼓）や太鼓、獅子頭、幟
のぼり

、

相撲の軍配、お膳食器、数珠繰りの数珠、的神事の弓、馬駆けの衣装等、多岐にわたる品々が確

認されています。 

 有形の民俗文化財（生活に関するもの）  有形の民俗文化財（生活に関するもの）には、近世

以降の食器類や家具等の民具、農具、戦時中の国民帽や国民服等が挙げられます。 

 民具としては、石油ランプ、ストーブ、五右衛門風呂等、戦前・戦後に使用されていた品々が

あります。また、自治的な消防組織に伝わった江戸時代の 龍
りゅう

吐
ど

水
すい

、明治時代の腕用ポンプ等の消

防用具、播磨で盛んに行われていた木綿栽培や加工に関する道具も把握されています。 

 さらに、農業用水を得るためノイド（野井戸）が段丘上にみられることがあり、鴨川ダム（東

条湖）完成後はあまり利用されなくなりましたが、旱
かん

魃
ばつ

の際には活用されていました。 

 有形の民俗文化財（民俗芸能・娯楽・遊戯）  有形の民俗文化財（民俗芸能・娯楽・遊戯）とし

ては、能舞台と歌舞伎舞台が挙げられます。市内ではわずかに垣田神社（小田町）、住吉神社（久

保木町）、新宮
しんぐう

神社（河合中町）、祇園神社（池田町）に残り、かつての賑わいを彷彿
ほうふつ

とさせます。



第２章 小野市の文化財の概要 

58 

なかでも垣田神社の能舞台は江戸時代中期頃の建築で、建立当初の姿を色濃くとどめています。 

また、播
ばん

州
しゅう

音
おん

頭
ど

にまつわる資料として、レコードや音頭台本、播州音頭番付等が残されてお

り、昭和時代における播州音頭の流行を伝えています。 

 有形の民俗文化財（その他）  有形の民俗文化財（その他）には、そろばんコレクションや剃

刀、錦糸等、伝統産業にまつわる資料があります。 

 無形の民俗文化財（年中行事・祭礼等）  無形の民俗文化財（年中行事・祭礼等）は、神社の行

事、寺院の行事、ムラの行事、家の行事に分けられます。 

 神社は地縁を示す地域の集会所の役割も果たしており、年間を通して様々な行事が執り行われ

ています。複数の村を氏子とする垣田神社（小田町）、住吉神社（垂井町）、八幡神社（浄谷町）、

熊野神社（王子町）、住吉神社（久保木町）等、地域の中心的な神社では、正月行事や秋祭りが大

規模に行われています。市内各地の神社では、耕作の安全と水が不足しないよう祈願する地おこ

し、ハナフリ等が行われます。地おこしやオトウ行事では、木に「牛
ご

王
おう

宝
ほう

印
いん

」と書かれた紙を差

し込んだ「ゴウヅエ（ゴ）」が用いられます。黍田のハナフリ・ゴツキ（牛撞き）行事（黍田町・

県登録）は、元文２年（1737）からの『当番勤務帳』が残り、神社でのハナフリと毘沙門
びしゃもん

堂でゴを

用いた行事を併催している点が特徴的です。秋の収穫後には稲荷神社に赤飯のおにぎりを供える

ニジュウソウを行う地域もあります。商店が集まる小野商店街の愛宕神社では、商売繁盛を祈願

する 戎
えびす

祭りが行われます。また、伊勢から来た神官が創建したと伝わる神明神社では、大
おお

晦
みそ

日
か

に火縄受けが行われ、この時にもらい受けた神
しん

火
か

で正月の雑
ぞう

煮
に

を焚いて食べると一年間病気にな

らないと言われています。 

 寺院では、檀家を中心として護
ご

摩
ま

焚き、花まつり、施
せ

餓
が

鬼
き

等が実施されています。 

 ムラの行事としては、仏堂で行われる数
じゅ

珠
ず

繰
く

りや地
じ

蔵
ぞう

盆
ぼん

、水の安全や豊作を願う地おこしや池

の安全祈願、子どもの成長を願うイノコやトンド、夏の娯楽としての盆踊りや大踊り等がありま

す。 

 家の行事として、正月にトシオケを祀る風習、秋の収穫時期に行うホカゲ、刈り上げ祭り等が

知られていますが、近年ではほとんど行われなくなりました。また、子どもが生まれた際には誕

生儀礼としてため池を払い清める風習がある地域もあります。 

 なお、各町ではかつては様々な講
こう

の行事（伊勢講、秋
あき

葉
ば

講、大歳講、大峯
おおみね

講等）が行われてい

ましたが、その多くは生活様式や生業の変化等によって実施されなくなっています。 
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 無形の民俗文化財（食文化）  かつて鴨池（来住町）

を中心として、鴨猟が行われていました。鴨猟では投げ

縄が用いられ、その起源は江戸時代に遡るといわれてい

ます。本市には、現在も鴨料理を提供する飲食店があり、

鴨にまつわる食文化を一つの特徴として挙げることが

できます。 

また、黍田町では、黍田のハナフリ・ゴツキ（牛撞き）

行事や春当等の際に「ゴクサン（御供料理）」が振舞われます。そのほかの行事食や各家庭で伝わ

る郷土料理については現状では詳細を把握できていません。 

 無形の民俗文化財（民俗芸能・娯楽・遊戯）  民俗芸能・娯楽・遊戯としては、獅子舞と播州音

頭が挙げられます。獅子舞は、梯
はし

子
ご

を用いる西脇獅子舞（市指定）のほか、青野ヶ原町、河合中

町、久保木町等の秋祭りで奉納されます。播州音頭は、播磨地方に分布する盆踊り唄の一つであ

り、吉
よ

川
かわ

音頭を起源として明治 30年代に歌われ始めたものです。故人への供養とされるほか、８

月に行われる小野商店街の愛宕神社（本町）の大踊り等の娯楽ともなっています。 

 そのほか、ひいふのあねさん（下来住町）や受け取った（池田町）等のわらべ歌があり、テープ

に採録されています。 

④記念物 

 遺跡  考古資料同様、文献資料だけでは分からない人々の営みを明らかにすることができま

す。勝手野遺跡では旧石器時代の石器が出土し、河合中カケ田遺跡では弥生時代の集落跡や墓域

が見つかっています。古墳時代には王塚古墳（県指定）等の古墳、古代には広渡廃寺跡（国指定）

等の寺院跡、中世には河合城跡・金鑵城跡等の城館跡、近世の小野藩陣屋遺跡といった、宗教的・

軍事的・政治的な拠点施設が数多く築かれています。 

 名勝地  浄土寺（浄谷町）背後の大
だい

師
し

山や、萬勝寺（万勝寺町）裏山、常
じょう

光
こう

寺
じ

（下来住町）

裏山には江戸時代に設けられた四国八十八ヶ所霊場の写し巡礼があります。 

鴨池（来住町）は、文
ぶん

政
せい

年間（1818～1830）に谷筋をせき止めて築かれたもので、マガモ・コ

ハクチョウ等の飛来地でもあります。また、鶴池・亀池（山田町）は、江戸時代の豪商として著名

な近
こん

藤
どう

亀
かめ

蔵
ぞう

が私費で築造したため池であり、その功績を讃える石碑もあります。 

大島町や王子町、敷地町等では「出
で

水
すい

」と呼ばれる自然湧水があり、農業や日常生活に利用さ

れてきました。加古川市との市境には小野アルプスと呼ばれる山地があり、198ｍの惣山を最高峰

鴨料理 
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とする山が連なります。 

 動物・植物・地質鉱物  寺社境内を中心として、巨木や貴重な樹林が広がっています。市の条

例に基づき 21本の保存樹木と２か所の保存樹林が指定され、このうちの慶徳寺のカヤ（河合中町）

は市指定文化財となっています（表８・９）。下来住町には、「塩の井」と呼ばれる自然湧水があ

り、鍬
くわ

溪
たに

温泉の源泉として利用されています。このほか、本市や周辺でみられる蝶の標本コレク

ションがあります。 

⑤文化的景観 

 現在のところ、調査によって把握されている文化的景観はありませんが、水田を主とした農業

景観、川や出水、おおべの逆さ桜等の水辺の景観は本市の歴史文化を表す特徴的な景観といえま

す。 

⑥伝統的建造物群 

 かつての街道沿いを中心として、伝統的な町並みがかろうじて残されています。なかでも、小

田の町並み（小田町）は東条川に沿った京都街道と加古川左岸の大門村（加東市）へと続く津
つ

出
だし

道
みち

に沿って形成されました。また、建造物（民家建築）でも触れた小野商店街は、南北約 800ｍも

の直線道路の両脇に、かつては商家・問屋等が軒を連ねており、現在も一部に往時の繁栄を感じ

取ることができます。 

⑦その他 

 民間説話・伝承地等  市内の各地には、様々な民間説話や伝承地が伝わっています。奈良時代

に編さんされた『播磨国風土記』には、「伎
き

須
す

美
み

野
の

」、「黒川」、「山田」、「川合」等の本市の地名の

由来が掲載されています。樫山町には、源平
げんぺい

合戦の際に一の谷に向かう源義経が立ち寄り、地元

の老婆からからはったい粉をごちそうになったという民間説話が伝わります。この民間説話にま

つわる伝承地として、源義経の腰掛石や粉
こ

喰
くい

坂、伝国
こく

井
い

田
でん

等があります。 

 また、市内では蝮塚（ハミ塚・ハメ塚）と呼ばれる塚状盛土がいくつかみられます。中島
なかしま

町の

ハメ塚は、室町時代に洪水で大量の蝮が流れ着いた際、安倍
あべの

晴
せい

明
めい

の子孫の安倍
あべの

晴 休
せいきゅう

が祈祷によ

り封じ込めたと伝えられており、農作業や集落の無事を祈る行事が継承されています。 

 そのほか、戦国時代の武将に関するもの、地域の産業に関するもの等、多様な民間説話や伝承

地が現在に伝わり、地域の風景を彩っています。 

 


